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序

= 
Eコ

唐
の
太
宗
が
即
位
す
る
と
、
太
宗
は
か
ね
て
か
ら
良
吏
と
し
て
評
剣
の
高
い
景
域
都
督
府
(
現
河
北
省
献
蘇
)
の
録
事
参
軍
張
玄
素
を
召
し

て
、
政
治
の
道
に
つ
い
て
下
問
し
た
。
周
知
の
と
お
り
、
太
宗
は
晴
末
内
範
後
の
情
勢
の
下
で
唐
朝
の
政
治
を
ど
う
進
め
て
ゆ
く
べ
き
か
に
深

い
関
心
を
抱
き
、
臣
下
た
ち
の
意
見
に
耳
を
傾
け
る
こ
と
に
努
め
た
。
張
玄
素
を
召
し
た
の
も
、
そ
の
た
め
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
こ
の
と
き

玄
素
は
そ
の
奏
封
の
中
で
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
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臣
叉
観
惰
末
沸
騰
、
被
於
字
豚
、
所
争
天
下
者
、

不
能
安
之
、
建
致
於
蹴
、
云
々
。

不
過
十
数
人
、
徐
皆
保
ロ
巴
全
身
、
思
諦
有
道
、
是
知
人
欲
背
主
矯
範
者
鮮
失
、
但
人
君
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と
。
群
雄
蜂
起
し
た
惰
末
の
内
凱
で
も
、
天
下
を
争
っ
た
者
は
ほ
ん
の
十
数
人
で
、
他
は
み
な
地
域
を
守
り
生
命
を
な
が
ら
え
て
、
道
義
あ
る

勢
力
に
闘
属
し
た
い
と
考
え
た
の
で
あ
っ
て
、
そ
こ
か
ら
見
る
と
こ
と
さ
ら
人
主
に
抜
い
て
飽
を
起
そ
う
と
し
た
者
は
極
め
て
少
か

ア
た
、
と

い
う
の
で
あ
る
。
ふ
つ
う
に
惰
末
の
飢
と
い
え
ば
、

「
中
原
還
逐
鹿
、

投
筆
事
戎
軒」

(貌
徴
「
述
懐
」
)
と
い
う
よ
う
な
中
原
逐
鹿
の
イ
メ

l

ジ
が
あ
る
だ
け
に

こ
の
張
玄
素
の
震
言
は、

ど
こ
か
意
外
な
感
じ
を
抱
か
せ
る
。
後
文
で
も
述
べ
る
よ
う
に
、
惰
末
内
飽
に
関
す
る
従
来
の

研
究
も
ま
た
、
多
く
は
天
下
を
争
う
所
の
勢
力
に
焦
貼
が
合
わ
さ
れ
て
き
た
。

し
か
し
、
張
玄
素
の
硯
座
は
そ
れ
と
異
な
り
、

ひ
た
す
ら
自
分

の
保
全
を
ね
が
い
、
皇
一
帝
に
弓
を
引
く
と
い
う
よ
う
な
こ
と
な
ど
全
く
考
え
た
こ
と
も
な
い
、
絶
封
多
数
の
民
衆
の
上
に
照
準
が
合
わ
さ
れ
て

い
る
。
こ
う
し
た
民
衆
を
安
ん
ず
る
こ
と
こ
そ
が
政
治
の
根
本
だ
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

一
瞳
ど
の
よ
う
な
人
物
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
停
記
は
、
『
欝
唐
書
』
巻
七
五
お
よ
び

『
新
唐
書
』

巻
一

O
三
に
載
せ
る
。

以

下
雨
俸
に
よ

っ
て
そ
の
概
略
を
述
べ
る
と
、
も
と
蒲
州
・
虞
郷
(
山
西
省
虞
郷
豚
)
の
人
、

惰
末
に
河
開
郡
景
城
蘇
の
戸
曹
を
つ
と
め
た
が
、
賓

張
玄
素
と
は

建
徳
に
景
城
を
攻
陥
さ
れ
、
檎
わ
れ
て
殺
さ
れ
そ
う
に
な
っ
た
。

し
か
し
豚
民
千
絵
人
が
泣
い
て
助
命
を
乞
う
た
の
で
、

建
徳
は
か
れ
を
赦

- 56ー

し
、
治
書
侍
御
史
に
任
命
し
た
。

玄
素
は
こ
れ
を
固
辞
し
た
が
、
煽
一帝
が
試
さ
れ
た
の
ち
始
め
て
質
建
徳
に
仕
え
、

黄
門
侍
郎
を
授
け

ら
れ

た
。
唐
が
賓
建
徳
を
亡
ぼ
す
と
、
景
城
都
督
府
録
事
参
軍
に
任
命
さ
れ
た
。
太
宗
に
召
さ
れ
た
の
は
、

こ
の
録
事
参
軍
時
代
の
こ
と
で
あ
る。

太
宗
は
玄
素
の
奏
封
を
嘉
し
て
侍
御
史
に
抜
擢
し
、
以
後
、
給
事
中

・
太
子
少
麿
事

・
太
子
右
庶
子
と
累
遜
し
て
い
る
。
直
言
を
陣
ら
な
い
か

れ
は
、
太
宗
の
洛
陽
乾
陽
殿
造
営
に
反
劃
し
て
、
陛
下
の
過
失
は
煽
一
一
帝
よ
り
も
甚
し
い
と
極
諌
し
て
い
る
。
東
官
官
と
な

っ
て
か
ら
も

し
t工

し
ば
皇
太
子
承
乾
の
非
行
を
諌
め
た
が
、

聴
か
れ
る
べ
く
も
な
か
っ
た
。

承
乾
が
摩
さ
れ
た
の
ち
、
潮
州
・
郵
州
な
ど
溢
境
の
刺
史
を
つ
と

め
、
高
宗
朝
に
残
し
た
。

以
上
が
張
玄
素
の
傍
記
の
大
略
で
あ
る
が
、

さ
ら
に
衣
の
よ
う
な

エ
ピ
ソ

ー
ド
が
あ
る
。

張
玄
素
は
あ
る
と
き
朝
廷
で
太
宗
に
官
歴
を
訊
か
れ
て
ひ
ど
く
恥
か
し
い
思
い
を
し
た
。
こ
れ
を
見
て
い
た
諸
途
良
が
早
速
上
疏
す
る
。

「
陛
下
は
昨
日
、
玄
素
に
隔
で
は
何
の
官
で
あ
っ
た
か
と
問
わ
れ
ま
し
た
。
玄
素
が
豚
尉
で
ご
ざ
い
ま
し
た
と
答
え
る
と、

ま
た
問
わ
れ
ま
し



た

鯨
尉
に
な
る
前
は
何
だ
っ
た
の
か
と
。

玄
素
が
流
外
で
ご
ざ
い
ま
し
た
と
答
え
る
と
、

さ
ら
に
、

何
の
係
だ
ア
た
の
か
と
訊
か
れ
ま
し

た
。
玄
素
が
出
廷
す
る
と
き
、
足
は
よ
ろ
め
き
、
顔
色
は
死
一
次
の
よ
う
で、

み
ん
な
驚
い
て
お
り
ま
し
た
。
唐
朝
は
創
業
以
来
、

ど
ん
な
卑
賎

な
者
で
も
才
能
に
よ

っ
て
登
用
す
る
原
則
で
あ
り
ま
す
。
陛
下
は
玄
素
を
三
品
に
ま
で
抜
擢
し
て
お
き
な
が
ら
、
重
臣
の
前
で
あ
の
よ
う
に
恥

を
か
か
せ
て
宜
し
い
も
の
で
し
ょ
う
か
」
と
。
祷
遂
良
に
言
わ
れ
て
、
太
宗
も
自
分
の
過
ち
を
認
め
る
の
で
あ
る
が
、
右
の
張
玄
素
の
最
初
の

(1
)

(
2〉

答
え
に
鯨
尉
と
あ
る
の
は
、
景
城
懸
戸
曹
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
、
そ
れ
以
前
に
は
流
外
で
あ
り
、
具
瞳
的
に
は
、
令
史
で
あ
っ
た
。

要
す
る
に
、
門
閥
傘
重
の
気
風
が
ま
だ
強
く
残
っ
て
い
た
嘗
時
に
あ
っ
て
、
張
玄
素
は
、
令
史
と
い
う
卑
賎
な
身
分
か
ら
立
身
し
た
人
で
あ

る。

¥か
れ
は
そ
の
こ
と
を
公
然
と
聞
か
れ
る
こ
と
を
恥
ぢ
て
は
い
る
け
れ
ど
も
、

し
か
し
地
方
行
政
の
貫
際
を
措
嘗
す
る
者
と
し
て
誠
買
に
任

務
を
壷
し
、
地
方
民
衆
の
心
を
深
く
と
ら
え
て
き
た
の
で
あ

っ
た
。
賓
建
徳
が
玄
素
を
殺
そ
う
と
し
た
時
、

勝
民
た
ち
は
身
代
り
に
な
り
た
い

と
申
し
出
た
く
ら
い
で
あ
る
。
唐
朝
に
仕
え
て
築
造
し
た
の
ち
も
そ
の
正
直
篤
貫
の
姿
勢
を
改
め
ず
、
晩
年
は
不
遇
に
修

司
た
。
そ
こ
に
は
成

張
玄
素
の
生
涯
と
人
と
な
り
に
つ
い
て
や
や
詳
し
く
紹
介
し
た
が
、

か
れ
の
内
観
に
劃
す
る
見
方
が
、

こ
の
よ
う
な
経
歴
や
人
格
と
無
関
係
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り
上
り
者
の
購
っ
た
す
が
た
は
全
く
見
ら
れ
な
い
。

で
は
な
い
こ
と
を
示
し
た
か
?
た
の
で
あ
る
。

か
れ
の
見
つ
め
る
所
は
、
民
衆
そ
の
も
の
に
あ
る
。
始
め
か
ら
観
を
起
そ
う
な
ど
と
は
夢
に
も

考
え
た
こ
と
の
な
い
民
衆
、

そ
う
し
た
か
れ
ら
が
、
生
活
の
安
定
と
生
命
の
持
績
を
ね
が
い
、
そ
の
願
望
の
延
長
と
し
て
良
き
政
治
の
世
界
を

求
め
た
の
だ
と
い
う
。
こ
れ
は
、

か
れ
が
地
方
の
官
吏
と
し
て
民
衆
と
共
に
あ
っ
た
瞳
験
に
よ
っ
て
生
れ
た
観
黙
で
は
な
か
ろ
う
か
。

ひ
る
が
え

っ
て
、
こ
の
時
期
の
内
凱
に
闘
す
る
近
代
の
研
究
は
、
す
で
に
お
び
た
だ
し
い
量
に
上
る
。
そ
し
て
、
そ
の
翻
貼
も
そ
れ
ぞ
れ
に

異
な
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
多
く
は
、
天
下
を
争
っ
た
叛
凱
指
導
者
た
ち
に
焦
黙
が
定
め
ら
れ
て
は
い
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、
惰

王
朝
と
こ
れ
に
と

っ
て
代
ろ
う
と
す
る
新
た
な
政
治
勢
力
と
の
封
抗
の
構
聞
に
お
い
て
、

そ
し
て
、
こ
の
構
圃
を
前
提
と
し
て
、
叛
蹴
指
導
者
た
ち
の
階
級
的
位
置
、
す
な
わ
ち
官
僚
貴
族
で
あ

っ
た
か
、
地
方
豪
族
で
あ
っ
た
か
、
或

こ
の
内
蹴
を
と
ら
え
て
き
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
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い
は
民
衆
出
身
者
で
あ
っ
た
か
が
論
ぜ
ら
れ
て
き
た
よ
う
に
お
も
わ
れ
る
。
民
衆
出
身
者
に
よ

っ
て
叛
範
が
指
導
さ
れ
る
と
き
、
こ
れ
を
農
民
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起
義
と
い
う
言
葉
で
表
現
す
る
こ
と
も
少
な
か
ら
ず
あ
る
。
起
義
と
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
無
道
の
権
力
政
治
に
劃
す
る
正
義
の
行
動
で
あ
司

て
、
そ
こ
に
は
一
定
の
債
値
観
念
が
含
ま
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
正
義
の
戦
い
は
賞
然
護
展
し
て
人
民
政
権
の
樹
立
に
至
る
べ
き
で
あ
る

が
、
官
僚
・

豪
族
地
主
の
内
外
か
ら
す
る
反
撃
と
、
農
民
自
身
の
硯
野
の
狭
さ
な
ど
か
ら
寅
現
を
見
ず
、

つ
い
に
奮
官
僚
出
身
の
唐
朝
に
よ
る

何
で
あ
ろ
う
か
。

天
下
統
一
に
結
果
す
る
。
し
か
し
、
敗
北
し
た
民
衆
の
力
量
は
、
何
ら
か
の
形
で
新
王
朝
に
影
響
し
て
い
る
は
ず
で
あ
り
、
と
す
れ
ば
そ
れ
は

お
よ
そ
こ
う
し
た
議
論
が
、
従
来
の
惰
末
内
蹴
研
究
を
め
ぐ
っ
て
展
開
さ
れ
て
き
た
よ
う
に
お
も
わ
れ
る
。

従
来
の
研
究
に
は
さ
ま
ざ
ま
の
異
な
る
立
場
が
あ
っ
て
、
と
て
も
一
概
に
総
括
で
き
る
も
の
で
は
な
い
が
、
し
か
し
そ
れ
に
し
て
も
、

蓄
権

力
関
新
権
力
と
い
う
枠
組
み
が
、
共
通
し
て
前
提
に
あ
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
と
す
れ
ば
、
そ
こ
か
ら
民
衆
の
あ
り
の
ま
ま
の

す
が
た
は
、
抜
け
落
ち
て
ゆ
く
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
い
く
ら
内
蹴
に
お
け
る
民
衆
の
行
動
を
政
治
的
に
正
嘗
化
し
て
み
て
も
、
そ
れ
は
、
現

(
3
)
 

い
わ
ば
外
側
か
ら
附
興
さ
れ
た
債
値
で
あ
っ
て
、
員
に
民
衆
の
本
質
を
と
ら
え
得
た
と
は
い
え
な
い
の
で
あ
る
。

代
政
治
の
立
場
か
ら
、

張
玄
素
の
見
方
は
、
そ
れ
ら
と
は
決
定
的
に
異
な
っ
て
い
る
。

か
れ
に
よ
れ
ば

組
割
多
数
の
民
衆
は

非
政
治
的
存
在
で
あ
る
。

内
範
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は
、
そ
の
非
政
治
的
民
衆
の
生
き
ん
と
す
る
欲
求
の
結
果
で
あ
り
、
ま
た
内
凱
の
道
程
に
お
い
て
も
、
政
治
的
野
心
と
は
無
縁
で
あ
っ
た
、
と

い
う
の
で
あ
る
。
も
し
私
た
ち
が
、
こ
の
張
玄
素
の
覗
黙
に
沿

っ
て
内
観
を
た
ど
っ
て
ゆ
く
と
す
れ
ば
、

そ
こ
に
い
か
な
る
社
舎
像
が
立
ち
現

わ
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
本
稿
は
こ
う
し
た
閥
心
の
産
物
で
あ
る
。

な
お
本
稿
で
取
り
上
げ
た
舞
蓋
は
、
主
と
し
て
山
東
(
現
今
の
河
北
・
河
南

山
東
三
省
)
に
限
定
し
た
こ
と
を
、
あ
ら
か
じ
め
断
っ

て
お
き
た
い。

惰
末
の
官
界
と
地
方
社
曾

場
一帝
の
常
軌
を
逸
し
た
高
官
修
生
活
、
土
木
事
業
、
封
外
扱
張
な
ど
が
、
内
凱
の
主
た
る
原
因
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
言
う
ま
で
も
な
い
で
あ
ろ

ぅ
。
そ
れ
ら
の
要
求
す
る
人
的
物
的
負
措
は
、
地
方
民
衆
の
生
活
を
匪
迫
し
破
壊
す
る
も
の
と
な
っ
て
行

っ
た
。
中
央
政
治
が
こ
れ
ほ
ど
直
接

し
か
も
全
園
的
に
、
地
方
民
衆
の
生
活
に
影
響
を
輿
え
た
例
は
、
過
去
数
百
年
聞
の
貌
耳
目
南
北
朝
時
代
に
は
、
恐
ら
く
見
ら
れ
な
い
の

的
に
、



で
は
な
い
か
。
貌
耳
目
南
北
朝
時
代
は
、
た
と
い
中
央
に
暴
君
が
現
わ
れ
て
も
、
貴
族
出
身
の
朝
臣
が
あ

っ
て
極
力
こ
れ
を
阻
止
し
、
地
方
に
は

豪
族
勢
力
が
あ
っ
て
地
方
政
府
と
の
聞
を
調
整
し
て
、
で
き
る
だ
け
被
害
を
少
く
し
て
い
た
よ
う
に
お
も
わ
れ
る。

し
か
し
惰
朝
が
天
下
を
統

一
す
る
と
、
上
に
は
濁
裁
君
主
が
出
現
し
、
下
に
は
豪
族
層
の
地
方
政
権
干
興
を
抑
え
て
、
中
央
と
地
方
の
聞
に
は
中
央
集
権
瞳
制
が
徹
底
す

る
こ
と
に
な

っ
た。

か
の
文
一
帝
開
皇
十
五
年
の
郷
官
鹿
止
が
そ
の
た
め
の
措
置
で
あ

司
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
こ
う
し
て
、
煽
一帝
の
虐

政
も
、
民
衆
の
生
活
に
直
接
的
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
に
な

っ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
限
度
を
越
え
た
君
主
の
意
志
が
地
方
へ
貫
徹
し
て
ゆ
く
た
め
に
は
、
制
度
と
し
て
の
中
央
集
権
睦
制
が
存
在
し
て
い
る
だ

け
で
は
不
十
分
な
の
で
あ
っ
て
、
他
方
で
、
こ
れ
を
遂
行
す
る
官
僚
群
の
絶
劃
服
従
が
必
須
と
な
る
。
周
知
の
如
く、

場
一
帝
の
側
近
に
は
、

宇

文
述
・
虞
世
基
・
装
組
・
裳
矩
・
蘇
威
の
い
わ
ゆ
る
五
貴
が
あ

っ
て
、
一
帝
の
意
志
に
阿
諌
迫
順
し
、
さ
ら
に
、

そ
の
意
を
迎
え
て
こ
れ
を
助
長

し
さ
え
し
た
。
開
臨
系
武
人
の
出
身
で
あ
る
字
文
越
は
い
わ
ば
一帝
の
親
信
、
虞
と
南
奈
は
い
ず
れ
も
名
族
の
出
身
で
あ
る
が
南
朝
も
し
く
は
北

費
の
亡
園
の
臣
か
ら
隔
に
入

っ
た
も
の
、

蘇
威
は
西
貌
の
名
臣
蘇
縛
の
子
で
惰
文
一帝
の
重
臣
で
あ
っ
た
が
、

場
一帝
が
彼
を
側
近
に
置
い
た
の
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は
、
そ
の
名
望
を
利
用
し
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
み
る
と
、

五
貴
と
は
、
南
北
朝
後
期
の
各
園
の
官
僚
群
を
そ
れ
ぞ
れ
代
表
し
て
い
る
ご
と

し
か
し
も
は
や
彼
ら
に
そ
の
代
表
性
は
な
い
。
彼
ら
に
具
わ
る
才
幹
は
、

す
べ

て
煽
一
帝
の
意
志
に
奉
仕
す
る
た
め
に
護
揮
さ
れ

く
で
あ
る
が
、

た
の
で
あ
っ
て
、
民
に
責
任
を
負
う
士
大
夫
と
し
て
の
自
立
性
を
そ
こ
に
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

こ
の
場
一
帝
一
|
五
貴
瞳
制
の
も
と
、

内
外
の
臣
僚
た
ち
も
、
場
一帝
〈
の
絶
封
服
従
を
強
い
ら
れ
る
。

き
、
或
い
は
不
璃
濁
立
の
姿
勢
を
崩
さ
な
い
者
は
、
一
帝一
の
忌
誇
に
鍋
れ
、
五
貴
に
告
護
さ
れ
て
、
疎
外
・
刑
罰
の
悲
運
に
見
舞
わ
れ
る。

か
く

し
て
臣
僚
た
ち
は
篤
政
者
と
し
て
の
良
心
を
捨
て
、
大
勢
に
合
わ
せ
た
生
き
方
を
選
ぶ
よ
う
に
な
二
ん
。
そ
の
轄
向
の
風
潮
を
、

史
書
は
「
饗

(
4
)
 

節
」
と
い
う
よ
う
な
語
で
言
い
表
わ
し
て
い
る
。

も
し
幾
ら
か
で
も
批
剣
的
な
言
欝
を
吐

場
一
帝
一
の
位
置
か
ら
遠
く
離
れ
た
地
方
官
僚
の
上
に
も
、

こ
う
し
た
空
気
が
重
く
の
し
か
か
り
、

彼
ら
も
ま
た
戦
々
競
々
た
る
情
況
に
あ

っ
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た
。
そ
の
直
接
的
原
因
に
、

土
木
工
事
な
ど
の
他
に
、
場
帝
が
た
え
ず
地
方
巡
幸
に
出
た
こ
と
が
あ
る
。
時
に
后
妃
百
官
を
従
え
た
そ
の
豪
修
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な
行
幸
に
は
、
莫
大
な
物
資
の
供
給
、

レ
わ
ゆ
る
供
頓
を
必
要
と
す
る
。
そ
れ
が
湯
一帝
を
満
足
さ
せ
る
か
ど
う
か
が
、
径
路
に
嘗

っ
た
地
方
官

(
5
)
 

の
運
命
を
大
き
く
左
右
し
た
。
も
し
満
足
が
得
ら
れ
れ
ば
築
達
の
機
舎
と
な
る
が
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
刑
罰
に
陥
る
こ
と
さ
え
あ

っ
た
。

(

6

)

 

濁
裁
権
力
は
、
そ
れ
に
奉
仕
す
る
官
僚
聞
に
お
の
ず
か
ら
深
い
競
合
関
係
や
亀
裂
を
生
む
も
の
で
あ
る
が
、
場
一
帝
期
の
官
界
に
は
、
何
と
も

言
え
な
い
重
苦
し
い
空
気
が
あ

っ
た
よ
う
で
あ
り
、

そ
れ
は
地
方
官
鹿
の
中
で
も
例
外
で
は
な
か

っ
た
。

一
例
を
奉
げ
る
と
、
湾
郡
(
山
東
省
〉

太
守
元
褒
と
、
同
郡
の
酋
曹
擦
と
の
聞
に
起
っ
た
陰
惨
な
事
件
が
そ
れ
で
あ
る
。
高
句
麗
戦
争
が
始
ま
る
と
、
斉
郡
も
重
い
軍
事
的
負
捨
に
さ

ら
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
郡
の
官
吏
は
つ
ぎ
つ
ぎ
に
そ
の
た
め
の
督
責
に
赴
い
た
が
、

西
曹
擦
が
出
か
け
る
番
に
な
っ
て
、
病
気
と
詐
わ
司

た
。
元
褒
が
こ
れ
を
問
い
詰
め
て
ゆ
く
と
、
擦
は
言
い
わ
け
が
で
き
な
く
な
っ
た
の
で
、

褒
は
か
れ
を
杖
打
し
た。

す
る
と
擦
が
、

へ
行
っ
て
一
帝
に
訴
え
る
ぞ
」
と
わ
め
き
立
て
た
た
め
、
褒
は
怒

っ
て
百
除
り
も
杖
を
加
え
、
そ
れ
が
も
と
で
擦
は
死
ん
で
し
ま

っ
た
。
元
褒
は

(

7

)

 

こ
の
事
件
で
克
官
慮
分
を
受
け
、
家
で
卒
し
た
と
い
う
。
元
褒
が
西
曹
擦
を
死
ぬ
ま
で
杖
打
し
た
の
は
、
場
一帝一
に
告
註
さ
れ
る
こ
と
へ
の
恐
怖

「行
在
所

か
ら
で
あ
ろ
う。

一方、

西
曹
嫁
が
督
役
を
思
避
し
た
背
後
に
は

高
句
麗
戦
争
に
苦
し
む
民
衆
の
妻
、
か
あ
る
で
あ
ろ
う
。

場
一帝一
|
|
郡
守
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|
|
酋
曹
嫁
|
|
民
衆
と
い
う
系
列
の
中
で

郡
守
と
郡
吏
の
聞
に
殺
人
事
件
が
護
生
し
た
わ
け
で
あ
る
。

(

8

)

 

ば
、
元
褒
は
良
き
太
守
と
し
て
地
方
官
生
活
を
完
う
し
た
か
も
知
れ
な
か
っ
た
。

も
し
こ
の
事
件
が
起
ら
な
け
れ

こ
の
事
件
に
比
べ
る
と
、
衣
に
紹
介
す
る
親
徳
、
深
の
鯨
行
政
に
は
や
や
救
い
が
あ
る
が
、

そ
の
背
景
に
あ
る
も
の
は
、

や
は
り
嘗
時
の
地
方

官
界
の
き
び
し
い
環
境
で
あ
る
。
貌
徳
深
は
清
廉
潔
白
と
そ
の
行
政
能
力
に
よ
り
武
陽
郡
管
下
の
貴
郷
豚
(
河
北
省
大
名
豚
)
の
腕
胴
長
に
な
二
ん

人
で
あ
る
が
、
同
じ
く
高
句
麗
戦
争
の
た
め
の
ひ
っ
き
り
な
し
の
徴
税
で
郡
鯨
が
負
捨
に
あ
え
い
で
い
た
と
き
、
貴
郷
豚
の
み
は
、
豚
内
の
相

(9
)
 

そ
の

ノ
ル
マ
を
達
成
し
、
勝
民
も
困
窮
す
る
と
こ
ろ
が
な
か
?
た
と
い
う。

互
協
力
瞳
制
を
作
り
上
げ
、

た
が
い
に
有
無
あ
い
通
じ
て
、

や
が
て
盗
賊
が
蜂
起
し
、
武
陽
郡
管
下
の
各
都
市
は
つ
ぎ
つ
ぎ
に
陥
落
し
た
。
郡
丞
元
賓
識
は
詔
を
受
け
て
討
伐
作
戦
を
展
開
す
る
が
、
悉

く
失
敗
し
て
、
武
器
も
壷
き
果
て
た
。
そ
こ
で
軍
法
を
以
て
管
下
諸
懸
に
調
達
を
命
じ
た
。
近
郷
の
各
燃
で
は
役
所
を
作
業
場
と
し
て
吏
員
が

交
代
で
督
責
に
嘗
り
、
夜
と
な
く
童
と
な
く
大
騒
ぎ
で
武
器
製
造
に
つ
と
め
た
が
、

そ
れ
で
も
仲
々
間
に
合
わ
な
い
献
態
で
あ

っ
た。

し
か
し



徳
深
の
方
は
そ
れ
と
遣
っ
て
い
た
。
徳
深
は
仕
事
を
各
自
の
希
望
に
よ
っ
て
分
携
さ
せ
、
適
宜
製
造
を
行
わ
せ
た
の
で
、
役
所
は
い
つ
も
の
よ

う
に
ひ
っ
そ
り
と
し
た
も
の
で
あ
ア
た
。

た
だ
幹
部
た
ち
に
射
し
て
、
他
勝
以
上
に
成
績
を
上
げ
よ
う
と
し
て
民
衆
に
苦
傍
を
か
け
な
い
よ
う

のに
でと
あ〈申
る10し
0'-'渡

し
た
だ
け
で
あ
て3

た

し
か
し
そ
れ
で
も
下
部
で
は
そ
れ
ぞ
れ
一
生
豚
命
に
や
っ
て、

い
つ
も
各
豚
の
ト
ッ
プ
の
成
績
を
上
げ
た

武
陽
郡
は
永
憤
渠
の
治
線
に
あ
り
、

ま
た
張
金
稿
、
高
士
達
、
貨
建
徳
ら
劇
賊
の
跳
梁
の
は
げ
し
い
地
方
で
あ
る
。
そ
の
討
伐
に
必
要
な
武

器
の
製
造
に
お
い
て
も
、
現
徳
深
は
腕
肺
民
の
自
護
性
を
掌
重
し
、

か
れ
ら
を
結
束
さ
せ
て
、

そ
の
負
措
を
乗
り
切

っ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
逸

事
の
背
後
に
は
、
煽
脅
|
|
郡
守
元
賓
戴
|
|
各
燃
の
令
長
|
|
豚
民
と
い
う
統
層
系
統
を
遁
じ
て
の
重
匪
と
官
吏
聞
の
競
合
開
係
が
看
取
で

き
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
政
治
情
況
の
も
と
で
、

地
方
民
衆
の
運
命
は
、

所
属
の
地
方
官
が
多
少
と
も
民
衆
の
生
活
に
同
情
心
を
も
つ
か
否
か
に
よ
っ
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て
、
大
き
く
左
右
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
衣
に
述
べ

る
、
貨
建
徳
叛
観
の
き

っ
か
け
と
な
っ
た
孫
安
組
の
事
件
も
、
も
し
蘇
令
が
い
く
ら
か
で
も

勝
民
を
あ
わ
れ
む
気
持
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
た
な
ら
ば
、
あ
る
い
は
起
ら
な
か
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。
孫
安
租
の
事
件
と
は
、
大
業
七
年
、
第

一
回
目
の
高
句
麗
出
兵
に
嘗
っ
て
寅
施
す
る
こ
と
に
な
「
た
募
兵
令
に
端
を
護
す
る
も
の
で
あ
る
。

こ
の
と
き
貨
建
徳
は
本
郡
〈
清
河
郡
)
の

選
抜
を
受
け
て
、

二
百
人
の
長
に
任
ぜ
ら
れ
た
が
、

同
腕
柿
(
津
南
鯨
〉
の
孫
安
組
も
ま
た
兵
に
充
て
ら
れ
た
。

し
か
し
時
に
山
東
地
方
は
大
水

害
の
た
め
三
十
絵
郡
が
水
設
す
る
と
い
う
情
況
で
、
安
租
も
家
を
流
さ
れ
、
妻
子
は
餓
死
す
る
と
い
う
悲
運
に
見
舞
わ
れ
た
。
安
租
は
兵
役
の

売
除
を
蘇
令
に
願
い
出
た
が
、
勝
令
は
怒

っ
て
安
粗
を
答
打

っ
た
。

激
昂
し
た
安
租
は
豚
令
を
刺
殺
し
て
、

建
徳
の
も
と
に
身
を
投
ず
る
。
義

侠
心
の
あ
つ
い
建
徳
は
こ
れ
を
匿
ま
っ
た
が
、

贋
大
数
百
里
と
い
わ
れ
る
高
難
泊
(
清
河
郡
境

そ
の
う
ち
に
貨
建
徳
自
身
が
群
盗
と
通
じ
て
い
る
と
い
う
嫌
疑
を
受
け
、

家
族
を
み
な
殺
し
に
さ
れ
る
に
至
司

(
日

)

た
。
か
く
て
建
徳
自
身
も
亡
命
を
決
意
し
、
群
盗
高
士
達
の
集
圏
に
身
を
投
ず
る
こ
と
に
な
る
。

や
が
て
逃
亡
兵
・
無
産
者
数
百
人
を
つ
け
て

内
)
に
逃
が
し
て
や
っ
た
。
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資
建
徳
は
そ
の
ご
敗
死
し
た
高
士
達
の
遺
衆
を
掌
握
し
て
官
軍
と
戦
い
、

し
だ
い
に
河
北
全
域
の
制
覇
の
道
を
進
ん
で
、
つ
い
に
は
夏
園
を
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〈

ロ

〉

建
設
す
る
。
費
建
徳
の
人
と
な
り
と
覇
業
に
つ
い
て
は
、
気
賀
津
保
規
氏
の
専
論
を
始
め
多
く
の
研
究
が
あ
る
の
で
、
こ
こ
で
は
紹
介
を
省
き

た
い
。
た
だ
、
か
れ
の
亡
命
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
を
考
え
て
み
る
と
、
賢
建
徳
は
、

自
分
の
使
っ
て
い
た
耕
牛
を
買
っ
て
貧
し
い
郷
民
の
葬
儀

を
出
し
て
や

っ
た
と
い
う
侠
気
の
人
で
あ
り
、
郷
議
の
あ
つ
い
信
望
を
集
め
た
。
父
の
葬
式
の
際
に
は
、
千
人
の
曾
葬
者
が
あ
司
た
と
い
う
。

そ
う
し
た
郷
民
の
支
持
の
下
に

里
長
を
つ
と
め
て
い
る
。

場
一
帝
の
濁
裁
政
治
が
官
僚
組
織
を
通
じ
て
、

上
か
ら
下

へ、

い
わ
ば
タ
テ
方
向
に
つ
き
進
ん
で
く
る
と
き
、
賓
建
徳
と
郷
民
と
を
結
ぶ
任
侠

的
な
信
頼
関
係
は
、

ヨ
コ
の
連
情
線
を
形
づ
く
っ
て
、
こ
れ
に
劃
慮
す
る
で
あ
ろ
う
。
同
郷
の
孫
安
粗
が
か
れ
の
許
に
庇
護
を
求
め
た
の
が
、

そ
の
一
例
で
あ
る。

し
か
し
今
や
郷
議
祉
舎
を
維
持
す
る
こ
の

ヨ
コ

の
連
帯
線
も
守
り
切
れ
ず
、
そ
の
中
心
に
位
置
す
る
賓
建
徳
自
身
が
亡
命

モ23
ぎ
な
く
さ
れ
る

至

た
の
で
あ
る

か
れ
の
亡
命
以
後
、
同
郷
の
人
び
と
の
生
活
は
、

一
段
と
存
立
の
困
難
さ
を
増
し
た
と
想
像
さ
れ

賓
建
徳
が
亡
命
し
て
身
を
投
じ
た
高
士
達
は、

勃
海
郡
稽
豚
(
河
北
省
景
豚
)
の
人
、

い
わ
ゆ
る
勃
海
高
氏
で
あ
る
。

建
徳
は
、

土
達
の
敗
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死
後
そ
の
遺
衆
を
掌
握
し
て
勢
力
を
築
い
て
ゆ
く
の
で
あ
る
が
、

そ
の
経
過
に
つ
い
て
、

『
資
治
通
鑑
考
異
』

所
引
の

『
革
命
記
』

に
よ
れ

ば

高
士
連
の
亡
き
あ
と
同
族
高
徳
政
ら
と
共
に
離
散
し
た
兵
士
を
集
め
、

五
首
同
人
を
得
て
高
難
泊
中
に
入

ア
た
。

徳
政
は
東
海
公
と
自
稿

し
、
賢
建
徳
を
長
史
と
し
た
。
徳
政
の
死
後
、
軍
は
高
氏

一
族
汲
と
賢
建
徳
涯
と
に
分
れ
て
針
立
し
、
雨
者
が
激
突
し
た
あ
げ
く
建
徳
側
が
勝

(

U

)

 

利
し
て
、
全
軍
を
統
一
掌
握
し
た
と
い
う。

『
逼
鑑
考
異
』
は
雨
涯
劃
立
の
事
寅
を
疑
い
、
こ
の
記
事
を
採
用
し
て
い
な
い
が
、
高
氏

一
族
が

軍
の
中
援
を
な
し
て
い
た
こ
と
ま
で
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
元
来
稽
豚
の
地
に
卒
和
な
生
活
を
営
ん
で
い
た
高
氏
が
、
そ
れ

が
維
持
で
き
な
く
な
っ
て
、
宗
族
ぐ
る
み
内
観
に
コ
ミ
ッ
ト
し
て
行
っ
た
こ
と
が
想
像
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

豆
子
航
の
近
傍
に
あ

っ
た
と

い

う
。
豆
子
航
は
勃
海
簡
を
背
に
し
、
黄
河
に
接
し
た
低
模
地
帯
で
、
北
湾
以
来
、
群
盗
亡
命
の
地
で
あ
っ
た
。
覇
道
の
家
は
累
世
仕
官
し
、
資

卒
原
(
山
東
省
徳
州
市
附
近
)
の
劉
覇
道
に
つ
い
て
も
、

同
じ
よ
う
な
こ
と
が
言
え
る
。

劉
覇
遁
の
家
は
、

産
豊
か
な
豪
族
で
あ
る
が
、
覇
道
は
侠
気
に
富
み
、
食
客
つ
ね
に
数
百
人
あ

っ
た
と
い
う。

内
甑
が
起
る
と
、
遠
近
か
ら
赴
い
て
依
附
す
る
者



多
く
、

ハ
日
)

つ
い
に
十
徐
高
の
勢
力
と
な
っ
た
。
そ
の
勢
力
は
「
阿
虜
賊
」
と
よ
ば
れ
た
と
い
う
。

(
日
目
〉

も
の
で
あ
ろ
う
。

「阿
曽
野
」
と
は
、
親
分
肌
の
劉
覇
道
を
指
し
た

劉
覇
道
の
そ
の
後
の
活
動
に
つ
い
て
は
皆
目
分
ら
な
い
。
そ
の
勢
力
「
十
徐
高
」
と
い
う
の
も
、
複
数
の
群
盗
集
圏
の
総
計
で
あ
り
、
劉
覇

(
幻
)

道
が
最
高
の
頭
目
と
し
て
シ
ン
ボ
ル
的
な
位
置
を
占
め
て
い
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、
土
地
の
名
望
家
が
群
盗
の
庇
護
者
と
な
っ
て
ゆ

く
と
こ
ろ
に
、
地
域
社
舎
が
内
観
の
中
に
地
す
べ
り
し
て
ゆ
く
情
況
が
う
か
が
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

以
上
、
貨
建
徳
、
高
士
達
、
劉
覇
道
の
三
例
を
事
げ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
、

そ
の
土
地
の
名
望
家
で
な
け
れ
ば
、
郷
民
の
信
頼
を

得
た
任
侠
の
土
で
あ
っ
た
。
そ
の
他
、

嘗
時
山
東
に
侭
起
し
た
群
雄
の
姓
が
、
六
朝
以
来
の
名
族
の
そ
れ
に

一
致
す
る
例
が
少
く
な
い
こ
と

〈日
)

(

m

M

)

は
、
こ
の
内
組
の
特
徴
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
活
動
範
圏
が
お
お
む
ね
そ
の
郷
里
周
漫
で
あ
る
こ
と
も
、
注
目
さ
れ
て
よ
い
。
こ
れ
ら
は
、

こ
の
内
凱
の
地
方
的
性
格
を
暗
示
し
て
い
る
。
燭
帝
の
い
わ
ゆ
る
残
暴
政
治
は
、
集
権
的
官
僚
組
織
を
通
じ
て
地
方
民
衆
の
生
活
を
破
壊
し
生

存
を
お
び
や
か
す
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
地
方
吐
舎
の
自
律
的
機
能
を
弱
め
る
結
果
と
な
っ
た
。

(
初
)

も
、
地
方
祉
舎
の
残
影
が
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
投
映
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、

そ
こ
に
費
生
す
る
抵
抗
運
動
に
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剰

掠

と

自

衛

郷
里
を
捨
て
て
群
盗
と
化
し
た
有
名
無
名
の
人
び
と
は
、
爾
来
ど
の
よ
う
な
行
動
に
出
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
張
玄
素
が
明
言
し
た
よ
う
に
、

も
と
も
と
彼
ら
に
は
、
惰
朝
打
倒
と
い
う
よ
う
な
政
治
目
標
は
な
か
っ
た
。
惰
朝
の
大
官
楊
玄
感
の
叛
観
が
敗
北
に
諦
し
て
潜
行
を
よ
ぎ
な
く

さ
れ
た
玄
感
の
謀
主
李
密
は
、
群
盗
の
聞
を
轄
々
と
し
た
あ
げ
く
、
よ
う
や
く
瓦
崩
(
河
南
省
滑
豚
)
に
擦
る
程
一
譲
に
受
け
容
れ
ら
れ
る
。
李
密

の
究
極
の
目
標
は
燭
一
帝
打
倒
に
あ
る
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
何
と
か
し
て
翠
譲
を
そ
の
目
標
に
向
っ
て
歩
ま
せ
よ
う
と
努
め
る
。
大
業
十
三
年
二

月
、
か
れ
は
、
翠
譲
に
向
っ
て
、
洛
陽
東
方
の
輿
洛
倉
襲
撃
計
董
を
提
案
す
る
が
、
そ
の
と
き
の
言
葉
に
日
わ
く
、
「
あ
な
た
は
英
傑
の
才
を

以
て
駿
勇
の
軍
を
統
べ
て
お
ら
れ
る
の
で
す
か
ら
、
悪
黛
ど
も
を
諜
滅
し
て
天
下
澄
清
に
嘗
ら
れ
る
べ
き
で
す
。
食
を
草
聞
に
求
め
る
小

っ
ぽ

665 
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け
な
盗
賊
で
終
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
」
と
。
こ
れ
は
、
天
下

一
統
に
向

っ
て
戦
略
を
轄
換
す
る
こ
と
の
提
唱
で
あ
る
。
し
か
し
翠
譲
は
そ
の

提
案
に
雁
じ
な
い。

「
僕
は
臨
畝
の
聞
に
起

っ
た
者
で
、
そ
ん
な
望
み
は
も

っ
て
い
ま
せ
ん
。
も
し
そ
う
し
た
い
と
い
う
の
な
ら
、
君
が
先
護

(

幻

)

興
治
倉
が
取
れ
た
あ
と
で
相
談
す
れ
ば
よ
い
」
。
天
下
を
取
る

そ
の
問
題
は

し
な
さ
い
。
僕
は
各
隊
を
率
い
て
し
ん
が
り
を
つ
と
め
よ
う
。

こ
と
に
甚
だ
消
極
的
な
翠
譲
の
気
持
が
よ
く
現
わ
れ
て
い
る
。

翠
譲
に
限
ら
ず
、
嘗
時
河
南
方
面
で
活
動
し
て
い
た
群
盗
た
ち
は、

み
な
そ
う

で
あ
っ
た
。
潜
行
中
の
李
密
は
か
れ
ら
を
説
得
し
て
ま
わ

っ
た
が
、
だ
れ
も
相
手
に
し
な
か
っ
た
。
再
び

『
通
鑑
考
異
』
所
引
の

『革
命
記
』

に
よ
れ
ば
、

李
密
は
卒
原
の
郁
孝
徳
に
向
っ
て

「
私
の
策
を
用
い
て
く
れ
た
ら
、

河
朔
は
思
い
ど
お
り
に
卒
定
で
き
ま
す
よ
」
と
言
っ
た

が
、
孝
徳
は

「
我
等
は
も
と
も
と
機
荒
の
た
め
に
生
命
を
つ
な
ご
う
と
し
て
起
ち
上

っ
た
も
の
、
そ
の
他
に
何
の
企
園
も
あ
り
ま
せ
ん
。

貴

公
が
こ
こ
に
い
ら
れ
る
こ
と
を
朝
廷
が
知

っ
た
ら
、

(

幻

)

貴
公
を
そ
ち
ら
に
お
迭
り
し
ま
し
ょ
う
」
と
逃
げ
た
。

こ
の
孝
徳
は
た
ち
ま
ち
や
ら
れ
て
し
ま
う
。

翠
譲
の
方
が
大
部
隊
だ
か
ら
、
兵
を
つ
け
て

『
通
鑑
考
異
』
は
こ
の
封
話
も
採
用
し
て
い
な
い
が
、

た
と
い
フ
ィ
ク
シ

ョ
ン
で
あ
る

(
幻

)

と
し
て
も
、
嘗
時
の
群
盗
の
あ
り
方
を
よ
く
描
寓
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
要
す
る
に
、
革
命
を
起
す
な
ど
群
盗
た
ち
に
と

っ
て
は
思
い

も
寄
ら
ぬ
こ
と
で
、

そ
う
し
た
野
心
を
も
っ
札
付
き
の
李
密
な
ど
を
抱
え
こ
ん
で
い
て
は
、

た
ち
ま
ち
官
軍
の
標
的
に
さ
れ
て
し
ま
う
。
早
く
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他
人
の
所
へ
迭
り
こ
ん
で
し
ま
え

と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

で
は
、

か
れ
ら
の
目
標
は
何
で
あ
司
た
か
。

い
う
ま
で
も
な
く
物
資
を
剰
掠
し
て
生
命
を
つ
な
ぐ
こ
と

で
あ
る
。

『
資
治
通
鑑
』
巻

一
八

一
、
大
業
七
年
十
二
月
の
僚
に
、
嘗
時
の

一
般
情
況
を
つ
ぎ
の
よ
う
に
記
す
。

百
姓
困
窮
、
財
力
倶
端
、
安
居
則
不
勝
凍
館
、

死
期
交
念
、
劉
掠
則
猶
得
延
生
、
於
是
始
相
緊
局
霊
盗
。

『
逼
鑑
』
は
こ
う
述
べ
た
上
で
、

こ
の
大
業
七
年
蛍
時
の
群
盗
の
例
と
し
て
、
先
述
し
た
賓
建
徳
・
劉
覇
道
と
共
に
、
斉
郡
管
内
の
長
白
山

に
擦
っ
た
、
同
郡
郷
卒
豚
(
山
東
省
筋
卒
豚
)
出
身
の
王
薄
を
翠
げ
て
い
る
。

王
薄
は
知
世
郎
と
自
稽
し
、

「
無
向
遼
東
浪
死
歌
」
を
作

っ
て
民

衆
に
亡
命
を
働
き
か
け
た
こ
と
で
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
行
動
形
態
を
見
る
と
、
湾
済
之
郊
を
剰
掠
し
た
と
い
う
〈
『
通
鑑
』
巻
一

八
一
)。

つ
ま
り
長
自
山
を
根
接
地
と
し
て
、

そ
の
地
の
行
政
機
関
の
あ
る
斉
郡
お
よ
び
郊
郡
で
あ
る
済
郡
の
郡
城
な
ど
を
襲
い
、
物
資
を
掠
奪
し
て
は



(川台

引
き
揚
げ
る
と
い
う
や
り
方
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
こ
こ
に
は
ま
だ
、
そ
れ
ら
の
郡
城
を
占
援
し
て
確
保
す
る
と
い
う
戦
略
は
な
い
。
こ
れ
は
他

の
勢
力
も
、
大
瞳
に
お
い
て
同
じ
パ
タ
ー
ン
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

例
え
ば
、

〔
大
業
九
年
春
正
月
〕
壬
午
、
賊
帥
杜
彦
水
・
王
潤
等
陥
卒
原
郡
、
大
掠
而
去

(
『
惰
書
』

巻
四
煽
帯
下
)
。

〔
同
年
三
月
〕
庚
子
、
北
海
人
郭
方
預
緊
徒
魚
盗
、
自
披
直
公
、

衆
至
三
薦
、
攻
陥
郡
城
、
大
掠
而
去
〈
同
右
〉
。

こ
の
二
例
は
い
ず
れ
も
物
資
の
獲
得
を
郡
城
攻
撃
の
目
的
と
し
て
い
る
の
で
あ

っ
て
、
攻
陥
し
た
郡
城
そ
の
も
の
は
放
棄
し
て
い
る
。
こ
れ

根
接
地
か
ら
郡
勝
城

へ
、

こ
れ
を
園
式
化
す
れ
ば

と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う

、が
内
説
初
期
に
お
け
る
群
盗
の
一
般
的
行
動
形
態
で
あ

っ
て

か

(お
)

(

お

)

(

幻
)

(銘
)

(

m
U

〉

(ぬ〉

そ
の
根
接
地
と
な
司
た
の
は
、
既
出
の
長
白
山
・
高
難
泊
・

豆
子
航
の
他
、
深
海
・
恒
山
・
狗
障
山
・

五
不
及
山

・
懸
薄
山
・
林
慮
山
・

蒼

(
況
)

(

m

M

)

(

お

)

(

鈍

)

山
・
瓦
闘
・
河
曲
・
周
橋
な
ど
の
山
津
が
奉
げ
ら
れ
る
。
そ
れ
ら
の
根
接
地
も
ま
た
、
剰
掠
作
戦
の
基
地
で
あ
っ
た
。

こ
れ
ら
の
根
接
地
は
、
大
韓
に
お
い
て
そ
れ
ぞ
れ
の
郷
里
に
比
較
的
近
い
地
軸
に
設
定
さ
れ
、
従

っ
て
ま
た
剰
掠
の
目
標
も
、

そ
の
郷
里
附
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近
に
定
め
ら
れ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
剰
掠
の
封
象
と
し
て
、
往
々
に
し
て
同
郷
の
人
び
と
の
資
産
を
も
含
む
こ
と
が
あ
っ

た
こ
と
を
議
測
さ
せ

少
年
の
時
、
程
一
議
一
の
寧
に
身
を
投
じ
た
が
、

る
。
後
年
、
唐
靭
の
名
勝
と
な
っ
た
ー徐
世
動

(
李
動
)
は
、

彼
は
譲
に
向
っ
て
言

っ
た
。

「こ

の

土
地
は
、
あ
な
た
や
私
の
郷
土
で
、

み
な
お
互
い
に
知
り
合
い
で
す
。

彼
ら
を
侵
掠
す
る
の
は
よ
く
あ
り
ま
せ
ん
。

と
こ
ろ
で
宋
ハ
梁
)
・
鄭

(
祭
陽
)
の
雨
郡
は
御
河
〈
逼
済
渠
)
の
経
由
地
で
、
一
商
旋
が
往
復
し
、
船
舶
も
絶
え
る
こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
。
あ
ち
ら
へ
行
っ
て
物
資
を
強
奪

(お〉

す
れ
ば
、
十
分
や

っ
て
ゆ
け
ま
し
ょ
う
」
と
。
翠
譲
も
こ
の
提
案
に
賛
成
す
る
の
で
あ
る
が
、

こ
の
こ
と
か
ら
見
る
と
、
剰
掠
が
官
有
の
倉
庫

な
ど
を
封
象
と
す
る
の
み
で
な
く
、

な
お
郷
里
に
止
ま
っ
て
い
る
民
衆
自
身
に
も
及
ん
で
い
た
こ
と
が
分
る
。

『
通
鑑
』
巻
一
八
三
、
大
業
十

二
年
十
二
月
の
僚
に
、

667 

と
あ
る
が
、

民
外
篤
盗
賊
所
掠
、
内
信
用
郡
勝
所
賦
、
生
計
無
遣
。

そ
の
盗
賊
こ
そ
、
貨
は
か
つ
て
の
同
郷
者
で
あ
る
例
が
、
決
し
て
珍
ら
し
く
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
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場
一
帝
の
暴
政
と
こ
れ
に
追
随
便
乗
す
る
官
僚
た
ち
の
牧
殺
は
、
無
数
の
群
盗
を
生
ん
だ
。

そ
し
て
、
そ
の
群
盗
が
、
民
衆
自
身
し
か
も
往
々

に
し
て
同
郷
の
民
を
剰
掠
の
針
象
と
す
る
と
い
う
悲
劇
的
情
況
を
生
ん
だ
の
で
あ
る
。
こ
と
わ
っ
て
お
く
が
、
私
は
こ
う
し
た
群
盗
の
行
矯
を

最
初
か
ら
非
難
す
る
つ
も
り
は
な
い
。
そ
の
中
に
は
投
機
分
子
も
か
な
り
交

っ
て
い
た
と
想
像
さ
れ
る
が
、
も
と
は
と
言
え
ば
、
剰
諒
は
、
匪

制
と
餓
餓
に
追
い
つ
め
ら
れ
た
民
衆
の
、

己
む
を
得
な
い
行
痛
で
あ
っ
た
。
し
か
し、

だ
か
ら
と
言
っ
て
そ
れ
を
正
嘗
化
す
る
こ
と
も
で
き
な

民
衆
に
よ
る
民
衆
の
掠
奪
と
い
う
事
貫
を
直
視

(
お
)

し
、
こ
の
陰
惨
で
閉
塞
的
な
時
代
情
況
が
そ
の
ど
ど
う
克
服
さ
れ
て
ゆ
く
か
を
見
守
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

い
し、

い
わ
ん
や
こ
れ
を
革
命
的
行
動
と
し
て
稽
揚
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
。

私
た
ち
は
、

さ
て
、
群
盗
の
掠
奪
か
ら
身
を
守
る
た
め
に
、
民
衆
は
世
田
然
防
衛
手
段
を
講
ず
る
必
要
に
迫
ら
れ
る
。
大
業
十
年
、
長
白
山
に
擦
る
孟
一譲一
が

諸
郡
を
寵
掠
し
て
南
方
の
貯
胎
に
及
び
、

勢
力
十
除
菌
を
擁
す
る
の
で
あ
る
が
、
『
蓄
唐
書
』
各
五
四
王
世
充
俸
に
、
こ
の
時
の
情
況
を
述
べ

て
、
「
時
百
姓
皆
入
壁
、
野
無
所
掠
、
賊
衆
漸
骸
」
と
記
す
が
、

『通
鑑
』
巻
一
八
二
、
大
業
十
年
十
二
月
の
燦
に
も
、
同
じ
事
を
、

皆
結
壁
自
園
、
野
無
所
掠
、
賊
衆
漸
霞
」
と
述
べ
る
。
い
わ
ゆ
る
竪
壁
清
野
で
あ
る
。
こ
の
結
壁
自
国
の
具
瞳
例
を
見
る
と
、

「時
民
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劉
君
良
、
瀬
州
鏡
陽
人
也、

累
代
義
居
、
兄
弟
雌
至
四
従
、
皆
如
同
気
、

数
百
門家
、
因
名
魚
義
成
畳
(
『
沓
唐
書
』
各

一
八
八
孝
友
・劉
石
良
)
。

尺
布
斗
莱
、

人
無
私
鷲
、

〔中
略
〕
厨
賊
起
、
悶
里
依
之
魚
壁

鏡
陽
鯨
は
現
河
北
省
鶴
陽
脈
、
こ

の
地
方
は
格
訴
、
資
建
徳
、
親
万
見
ら
の
活
動
地
域
で
あ
る
が
、
累
世
間
居
の
劉
氏
を
中
心
に
、

民
数
百
家
が
結
畳
自
国
し
た
の
で
あ
る
。

地
域
住

李
君
球
、
湾
州
卒
陵
人
也
、

父
義
棺
側
、
腐
陪
蹴
、
糾
合
宗
議
、
保
固
村
閥
、
外
盗
不
敢
侵
逼
、

以
功
累
授
斉
郡
通
守
(
同
右
各
一
八
五
上
良

吏
上

・
李
君
球
〉
。

卒
陵
は
現
山
東
省
歴
城
勝
、
菰
円郡
の
管
轄
下
に
あ
る
。
こ
の
地
は
長
白
山
に
立
て
龍
る
諸
賊
の
劉
掠
の
目
標
と
な
っ
た
は
ず
で
あ
る。

李
育
徳
、
越
州
人
、
組
詩
、
仕
惰
遁
州
刺
史
、

帰
名
臣
、
世
富
子
財
、

家
偉
百
人
、
天
下
蹴
、
乃
私
完
械
甲
、
嬰
武
勝
城
自
保
、
人
多
従

之
、
逢
局
長
、
劇
賊
来
掠
、
不
能
克
(
『
新
唐
書』

径
一
九
一
忠
義
上・

李
育
徳
〉
。



『
加
府
元
亀
』
巻
一
六
四
一
一
帝
王
部
・
招
懐
こ
に
も
ほ
ぼ
同
様
の
こ
と
を
記
し
て
、

次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

李
育
徳
、
趨
郡
人
也
、
租
誇
惰
通
州
刺
史
、
寓
居
武
捗
、
惰
末
観
乃
繕
僑
器
械
、
嬰
古
城
以
自
保
、
遠
近
多
附
之
、

王
徳
仁
等
攻
之
、

皆

不
能
克
。

こ
の
雨
文
を
総
合
す
れ
ば
、
李
育
徳
は
名
族
越
郡
李
氏
に
属
す
る
が
、

の
古
城
に
擦
っ
て
自
保
し
、
遠
近
の
民
衆
も
李
氏
を
頼
っ
て
や

っ
て
来
た
。
そ
の
固
守
の
力
に
よ
り
、
林
慮
山
を
根
援
地
と
す
る
王
徳
仁
も
、

寓
居
先
の
武
捗
(
現
山
西
省
武
捗
、
省
時
は
河
内
郡
に
属
す
る
)
で
、
そ

こ
れ
を
陥
れ
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

後
に
唐
の
功
臣
と
な
?
た
程
知
節
も
、
同
じ
く
郷
里
自
衛
の
中
心
人
物
で
あ
っ
た
。

程
知
節
本
名
酷
金
、
済
州
東
阿
人
也
、
少
襲
勇
、
善
用
馬
輔
、
大
業
末
、
緊
徒
数
百
、
共
保
郷
里
(『
醤
唐
書
』

巻
六
八
程
知
節
)
。

こ
れ
ら
の
記
述
は
い
ず
れ
も
自
衛
の
中
心
と
な

っ
た
人
物
の
指
導
性
を
額
賞
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
そ
れ
は
、
民
衆
の

剰
掠
に
劃
す
る
民
衆
の
自
衛
行
痛
な
の
で
あ
る
。
そ
の
剰
掠
す
る
側
に
つ
い
て
、

『
陪
書
』

巻
二
四
食
貨
志
に
次
の
よ
う
に
-記
し
て
い
る
。
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奉
天
下
之
人
十
分
、
九
掲
盗
賊
、
皆
盗
武
馬
、
始
作
長
槍
、
攻
陥
域
邑
。

十
分
の
九
が
盗
賊
と
な
司
た
と
い
う
の
は
誇
張
に
過
ぎ
る
と
し
て
も
、
盗
ん
だ
軍
馬
や
始
め
て
作
っ
た
長
槍
が
、
官
府
の
み
な
ら
ず
、
民
衆

の
豪
落
に
ま
で
襲
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。

わ
ず
か
に
救
い
の
よ
う
な
も
の
を
感
じ
さ
せ
る
。
そ
れ
は
、
群

盗
が
各
地
の
義
門
に
劃
し
て
侵
犯
を
避
け
る
こ
と
が
少
く
な
か

っ
た
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
、
趨
郡
の
名
門
李
知
本
は
孝
悌
の
念
に
篤
く
、
仲

睦
し
い
家
族
生
活
を
管
ん
だ
が
、
盗
賊
た
ち
は
、

「
義
門
を
犯
す
・
無
か
れ
」
と
誠
め
あ
っ
た
。
そ
こ
で
李
氏
を
頼
っ
て
避
難
し
て
来
る
者
が
五

(
幻
)

百
徐
家
あ
っ
た
と
い
う
。
本
稿
の
封
象
外
の
地
域
で
あ
る
が
、

蒲
州
・
安
口
巴
ハ
山
西
省
安
邑
豚
)
の
張
志
寛
に
つ
い
て
も
、
同
じ
こ
と
が
見
ら
れ

る
。
張
氏
も
孝
義
で
郷
里
の
賞
賛
を
得
て
い
た
が
、
賊
帥
王
君
廓
は
そ
の
撃
名
を
聞
い
て
そ
の
緊
落
を
犯
さ
ず
、
そ
の
お
か
げ
で
郷
里
は
侵
掠

(

m
ぬ
)

を
克
れ
る
こ
と
が
で
き
た
。
や
が
て
張
志
寛
は
里
正
と
な
っ
て
い
る
。

こ
う
し
た
出
口
の
な
い
情
況
を
思
い
浮
べ
る
と
き
、

い
く
つ
か
の
事
例
が
、
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右
の
李
・

張
雨
氏
の
社
曾
的
地
位
は
必
ず
し
も
同
じ
で
は
な
い
が
、
い
ず
れ
も
そ
の
道
徳
生
活
に
よ

っ
て
郷
里
に
影
響
を
興
え
る
こ
と
の
大

き
か
っ
た
人
び
と
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は、

亡
命
以
前
の
賢
建
徳
も
同
じ
位
置
に
あ
っ
た
。
殺
掠

・
放
火
を
事
と
す
る
盗
賊
が
質
建
徳
の
居

そ
れ
が
か
え

っ
て
官
憲
の
嫌
疑
を
受
け
る
結
果
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

後
餓
に
苦
し
む
盗
賊
た
ち
が
敢
て
義
人

住
匿
に
だ
け
は
立
ち
入
ら
ず、

の
村
聞
に
立
ち
入
ら
な
か
ア
た
の
は
、
そ
こ
に
官
僚
支
配
と
質
を
異
に
す
る
人
び
と
の
自
渡
的
連
帯
に
自
ら
共
鳴
し
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
そ
れ
は
全
世
か
ら
見
れ
ば
、
例
外
に
す
ぎ
な
か

っ
た
。
李
知
本
と
同
じ
く
越
郡
の
出
身
で
あ
る
李
徳
能
は
、
そ
の
佐
む
村
里
が
孝
敬

村

・
和
順
里
と
名
づ
け
ら
れ
て
表
彰
を
受
け
る
ほ
ど
の
至
孝
の
人
で
、
そ
の
徳
行
は
遠
く
格
謙
や
孫
宣
雅
な
ど
山
東
の
大
賊
に
ま
で
知
れ
わ
た

っ
て
い
た
。
格
謙

・
孫
宣
雅
ら
が
朝
廷
の
赦
宥
の
詔
を
受
け
て
開
首
し
よ
う
と
し
た
と
き
、
か
れ
ら
は
保
誼
人
と
し
て
李
徳
能
を
指
名
し
た
。

(
ぬ
)

し
か
し
徳
能
は
そ
の
任
に
赴
く
途
中
、
他
賊
の
掠
奪
戦
に
巻
き
こ
ま
れ
て
殺
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
特
定
の
賊
帥
に
は
信
頼
さ
れ
た
か
れ
も
、
情

況
の
犠
牲
と
な
る
こ
と
を
売
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

剰
掠
に
明
け
暮
れ
る
者
と
、
畳
量
を
築
い
て
こ
れ
を
守
る
者
と
、
位
相
を
異
に
す
る
も
の
の
聞
に
、

か
す
か
な
共
感
の
交
流
す
る
瞬
聞
は
あ
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司
た
。

し
か
し
そ
れ
は
特
別
の
例
に
す
ぎ
な
い
。
民
衆
聞
の
封
立
関
係
が
解
消
を
見
る
た
め
に
は
、

や
は
り
政
治
秩
序
の
回
復
に
期
待
す
る
よ

り
他
に
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
し
か
し
そ
れ
は
ど
う
い
う
仕
方
で
寅
現
さ
れ
て
ゆ
く
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
を
衣
章
一
に
見
た
い
。

四

州
腕
秩
序
の
再
建

さ
き
に
結
壁
自
衛
の
一
例
と
し
て
翠
げ
た
李
義
浦
の
場
合
を
見
る
と
、
彼
は
、
賊
盗
を
寄
せ
つ
け
な
か
司
た
指
導
力
が
認
め
ら
れ
て
官
に
取

り
立
て
ら
れ
、
第
郡
遁
守
に
ま
で
昇
進
し
て
い
る
。
通
守
は
場
一帝
時
代
に
新
設
さ
れ
た
太
守
の
副
誌
で
、
郡
丞
の
上
に
置
か
れ
た
。

(
川
叫

)

質
的
な
太
守
で
、
こ
の
内
凱
に
封
腔
し
て
設
置
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
李
義
満
の
そ
の
後
の
動
向
を
見
る
と
、

(
4〉

武
徳
初
、
遠
申
誠
款
、
詔
以
其
地
震
諦
州
、
白
奔
鴛
組
管
、
封
卒
陵
郡
公
。

『
新
唐
書
』
巻
三
八
地
理
二
、

い
わ
ば
質

と
あ
る
。

斉
州
章
丘
豚
の
篠
に
よ
れ
ば
、



武
徳
二
年
、
勝
民
李
義
満
以
豚
来
降
、
於
卒
陵
置
語
州
、
井
置
卒
陵
勝
、
以
章
丘
・

亭
山
・

替
城

・
臨
邑
隷
之
、

と
あ
る
の
で
、
李
義
満
の
郷
里
卒
陵
は
、

嘗
時
章
丘
豚
内
に
あ
り
、
こ
の
地
に
新
ら
た
に
卒
陵
豚
を
置
く
と
同
時
に
、
既
存
の
章
丘
鯨
ほ
か
三

鯨
を
併
せ
て
誇
州
を
新
置
し
た
こ
と
が
分
る。

つ
ま
り
、
彼
が
卒
陵
を

「
保
田
」
し
て
外
敵
か
ら
守
っ
た
賓
績
の
上
に
、
唐
朝
は
斉
州
管
内
に

(
必
)

語
州
を
新
設
し
、
義
満
を
綿
管
に
任
命
し
た
の
で
あ
る
。

決
に
、
先
掲
、
武
捗
城
に
自
固
し
た
李
育
徳
は
、

〔
中
略
〕
貞
親
元
年
慶
。

惰
亡
、
輿
柳
愛
等
諦
李
密
、
私
署
綿
管
、
密
震
王
世
充
所
破
、
以
郡
来
降
、
聞
奔
砂
州
刺
史
(
『
新
唐
書
」
巻
一
九

一
忠
義
上
・

李
育
徳
)
。

(
必
)

と
あ
っ
て
、
李
密
の
線
管
か
ら
唐
の
砂
州
刺
史
に
移
司
て
い
る
。
さ
ら
に
、
よ
く
似
た
ケ
l
ス
を
奉
げ
る
と
、

(
H
H
)
 

李
公
逸
、
沖
梁
務
丘
人
也
、
惰
末
、
興
族
弟
善
行
、
以
義
勇
魚
人
所
附
、
初
開
王
世
充、

知
其
必
敗
、

遁
開
使
請
降
、
高
祖
因
以
薙
丘
置

杷
州
、
奔
震
線
管
、
封
陽
夏
郡
公
、
叉
以
善
行
震
杷
州
刺
史

〈『奮
唐
書
』
巻
一
八
七
上
忠
義
上
・
李
公
逸〉。

こ
の
例
で
は
、
落
丘
地
方
〈
現
河
南
省
杷
蘇
〉
を
自
衛
し
た
李
公
逸
ら
が
は
じ
め
洛
陽
の
王
世
充
に
開
附
し
、

の
ち
唐
に
降

っ
た
の
で
、
唐
は

(
必
)

こ
の
地
に
杷
州
を
新
設
し
て
、
公
逸
ら
を
、
総
管
・
刺
史
に
任
じ
て
い
る
。

張
善
相
、
許
州
裏
城
人
也
、
大
業
末
、
震
里
長
、
毎
督
牒
兵
逐
小
盗
、
震
衆
所
附
、

途
援
本
郡
、
蹄
於
李
密
、
密
敗
、
以
城
鯖
園
、
高
租

授
伊
州
総
管
(『奮
唐
室
田
』
巻
一
八
七
上
忠
義
上
・
張
善
相
〉
。
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こ
こ
に
本
郡
と
あ
る
の
は
、
惰
の
嚢
城
郡
(
現
河
南
省
裏
城
蘇
〉
で
あ
り
、

唐
が
こ
こ
に
伊
州
を
置
い
た
の
は
、
雨
唐
書
地
理
志
に
よ
れ
ば
、

武
徳
四
年
の
こ
と
で
あ
る
。
里
長
が
官
丘
ハ
を
率
い
て
盗
賊
を
防
い
だ
と
い
う
黙
で
、
先
の
数
例
と
異
な
る
所
が
あ
る
が
、
張
善
相
そ
の
人
の
指

導
力
に
よ
っ
て
地
域
の
秩
序
が
保
た
れ
、

そ
の
地
域
の
統
制
に
も
と
づ
い
て
ま
ず
李
密
に
結
び
つ
き
、
の
ち
に
唐
に
脅
し
て
、
伊
州
刺
史
が
授

け
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
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さ
て
、
以
上
の
諸
例
に
共
通
す
る
と
こ
ろ
は
、
地
方
防
衛
の
指
導
者
が
盗
賊
と
戦
い
つ
つ
、
王
世
充
、
李
密
な
ど
の
群
雄
に
結
び
つ
き
、
そ

し
て
最
終
的
に
は
唐
朝
に
掃
属
し
て
い
る
貼
で
あ
る
。
さ
ら
に
そ
の
蹄
順
の
形
式
と
し
て
、
各
勢
力
か
ら
そ
の
地
域
の
線
管
・
刺
史
な
ど
を
授
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任
さ
れ
て
い
る
貼
も
共
通
し
て
い
る
。
つ
ま
り
そ
れ
は
、
自
衛
し
て
き
た
郷
里
祉
舎
が
、
群
雄
の
樹
立
す
る
政
権
の
地
方
組
織
に
組
み
入
れ
ら

れ
て
行
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
こ
に
、
惰
朝
、
剰
掠
を
事
と
す
る
群
盗
、
そ
の
雨
者
か
ら
枚
数
・
掠
奪
さ
れ
て
自
衡
を
徐
儀
な
く
さ
れ
る

郷
民
と
い
う
三
極
構
造
に
、
政
治
的
嬰
化
が
現
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
襲
化
は
、

お
よ
そ
二
つ
の
面
か
ら
進
行
す
る
。

一
つ
は
、

煽
一帝
政
権

の
解
躍
で
あ
り
、
そ
れ
は
李
淵
の
掌
握
す
る
長
安
政
権
、

王
世
充
に
よ

っ
て
統
御
さ
れ
る
洛
陽
政
権
、
そ
し
て
燭
一帝
の
殺
筈
に
よ
っ
て
生
れ
た

字
文
化
及
の
集
圏
の
三
つ
の
部
分
に
分
裂
す
る
が
、
最
終
的
に
は
、
前
二
者
が
生
き
残
っ
て
ゆ
く
。
も
う
一
つ
は
、
割
掠
集
圏
か
ら
政
権
樹
立

〈
必
〉

へ
と
い
う
群
盗
の
脱
皮
成
長
で
あ
り
、
李
密
と
賢
建
徳
が
そ
れ
を
代
表
す
る
で
あ
ろ
う
。
各
地
域
の
自
衛
組
織
は
、
こ
う
し
た
情
勢
の
努
化
に

基
づ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
政
権
に
自
ら
を
附
託
し
、
各
政
権
も
ま
た
勢
力
旗
大
の
た
め
に
そ
こ
に
細
管

・
刺
史
を
置
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
以

下
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
少
し
く
述
べ
て
み
た
い
。

長
安

・
洛
陽
の
雨
勢
力
が
最
初
か
ら
中
央
政
府
と
共
に
州
(
郡
)
勝
機
構
を
持

っ
て
い
た
こ
と
は
、

い
う
ま
で
も
な
い
で
あ
ろ
う。

し
か
し
、
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最
初
、

そ
の
掌
握
範
囲
は
首
都
と
そ
の
周
遊
に
限
ら
れ
て
お
り
、

と
く
に
唐
に
と

っ
て
は
、

そ
の
抜
大
過
程
が
す
な
わ
ち
統
一
過
程
で
あ
ア
た

と
言
え
る
。

一
方
、
義
寧
元
年
二
月
、
興
洛
倉
の
占
擦
に
成
功
し
た
李
密
は
、
壇
場
を
設
け
て
規
公
の
位
に
聞
い
た
。
同
時
に
、
親
公
府
と
行
軍
元
帥
府

「
越
貌
以
南
、
江
准
以
北
、
群
盗
莫
不
響
臆
」

(『遜
鑑
』
巻
一
八
三
)
と
い
う
勢
威

〈円む

を
一
示
す
に
至
っ
た
。
李
密
は
蹄
順
し
た
群
盗
を
罵
庶
し
て
組
管
と
し
た
が
、
線
管
の
下
に
は
嘗
然
州
燃
が
あ
丹
、
た
は
ず
で
あ
る
。
例
え
ば
、
先

述
し
た
喪
城
郡
の
里
長
張
善
相
は
、
袈
城
に
擦
っ
て
李
密
に
蹄
附
し
た
が
、
李
密
か
ら
伊
州
刺
史
に
任
ぜ
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
。

の
二
府
を
聞
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
官
属
を
置
い
た
。

か
く
て

李
密
所
置
伊
州
刺
史
張
善
相
来
降
(『通
鑑
』
倉
一
八
七
、
武
徳
二
年
一
月
丙
寅
篠
)
。

唐
に
鯖
し
た
(
前
掲
〉
。

(
必
)

「
将
帥
・
州
豚
」
の
多
く
は
、
洛
陽
側
に
降
っ
た
と
い
う
。

ま
た
、
李
育
徳
は
李
密
の
組
管
か
ら
、

こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
李
密
の
敗
北
後
、

唐
に
蹄
附
し
て
い
る
が
、
李
密
の

こ
の
よ
う
に
、
李
密
は
、

瓦
樹
軍
の
群
盗
的
性
格
を
排
拭
し
て
、
中
央
|
地
方
の
行
政
シ
ス
テ
ム
を
具
え
た
政
府
を
樹
立
し
、

そ
こ
に
各
地



域
集
圏
を
包
撮
し
て
ゆ
こ
う
と
し
た
が
、
そ
れ
は
業
半
ば
に
し
て
挫
折
し
た
。
そ
れ
で
は
、
寅
建
徳
に
つ
い
て
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。

「
逼
鑑
』
巻
一
八
三
に
よ
れ
ば
、
質
建
徳
は
、
義
寧
元
年
正
月
丙
辰
、
繁
華
宵
(
現
河
北
省
献
豚
)
に
壇
を
築
い
て
長
築
王
と
稽
し
、
百
官
を
置

い
て
い
る
。
こ
れ
は
李
密
の
貌
公
開
位
の
少
し
前
で
あ
る
。
翌
武
徳
元
年
七
月
に
は
、
繁
需
を
都
と
定
め
、
そ
の
居
所
を
金
城
宮
と
競
し
た
。

そ
し
て
こ
の
年
十
一
月
、
園
競
を
夏
と
定
め
て
い
る
。
彼
は
さ
ら
に
そ
の
翌
年
十
月
に
は
、
洛
州
に
高
春
宮
を
築
い
て
遜
都
し
て
い
る
が
、
こ

れ
は
い
よ
い
よ
中
原
に
覇
を
争
う
た
め
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
彼
が
政
権
樹
立
に
向
っ
て
決
定
的
に
踏
み
出
し
た
の
は
、
武
徳
元
年
の
祭
事問

実
都
の
時
で
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
と
き
¥

粘
り
強
く
抵
抗
し
て
い
た
河
開
郡
丞
王
珠
が
降
り
、

部
勝
た
ち
は
彼
を
殺
す
こ
と
を

勤
め
た
が
、
質
建
徳
は
、

王
珠
を
義
土
と
稽
え
、

「
以
前
高
難
泊
に
ひ
そ
ん
で
小
盗
を
は
た
ら
い
て
い
た
時
分
に
は
勝
手
に
人
を
殺
す
こ
と
も

百
姓
を
安
ん
じ
、
天
下
を
定
め
よ
う
と
す
る
今
で
は
ど
う
し
て
忠
良
の
人
物
を
殺
す
こ
と
が
で
き
よ
う
か
」
と
言
っ
て
こ
れ
を
赦

し
、
し
か
も
聞
日
覇
州
刺
史
を
授
け
た
。
蹟
州
は
楕
の
河
開
郡
の
改
名
で
、
祭
事
需
の
所
在
地
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
直
後
に
、
楽
蕎
定
都
を
貫

行
し
て
い
る
。
『
新
唐
書
』
巻
八
五
賓
建
徳
俸
に
よ
れ
ば
、

〔
大
業
〕
十
四
年
五
月
、
更
競
夏
王
、
建
元
丁
丑
、
署
官
属
、
分
治
郡
蘇
。

(
品
目
)

と
あ
る
。
こ
の
記
事
に
は
疑
わ
し
い
部
分
も
あ
る
が
、
園
家
瞳
制
の
確
立
へ
向
う
武
徳
元
年
(
大
業
十
四
年
)
の
時
貼
で
、
州
勝
制
も
整
え
ら

で
き
た
が
、
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れ
て
行
っ
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。

李
密
の
貌
園
は
、
も
と
陪
朝
官
僚
の
彼
が
瓦
崩
の
群
盗
集
圏
に
便
乗
し
て
打
ち
樹
て
た
も
の
で
あ
る
が
、
費
建
徳
の
夏
園
は
、
群
盗
集
圏
そ

の
も
の
が
脱
皮
成
長
し
て
誕
生
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
過
程
で
賢
建
徳
が
多
く
の
惰
朝
官
僚
を
受
容
し
、
そ
の
力
を
借
り
た
こ
と
は
よ
く

知
ら
れ
て
い
る
。
河
北
一
帯
を
ほ
ぼ
制
座
し
た
夏
園
は
秩
序
が
よ
く
保
た
れ
、

(
印
〉

建
徳
〔
至
〕
洛
州
、
動
課
農
桑
、
境
内
無
盗
、
商
放
野
宿
。

『
逼
鑑
』
巻
一
八
八
武
徳
三
年
二
月
の
僚
に
は
、
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と
あ
る
。
洛
州
に
遜
都
し
て
か
ら
の
夏
園
の
肱
況
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
が
、
「
境
内
無
盗
、
商
放
野
宿
」
の
二
句
は
、
剰
掠
戦
争
に
明
け
暮

れ
た
河
北
卒
野
に
も
、
漸
く
卒
和
が
訪
れ
-
一
初
め
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
そ
れ
は
も
と
よ
り
質
建
徳
の
指
導
力
に
よ
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
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州
腕
肺
機
構
が
圏
内
に
張
り
め
ぐ
ら
さ
れ
、
地
方
枇
舎
が
中
央
政
権
と
の
連
携
を
回
復
し
た
こ
と
と
無
縁
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
蝿
賢
建
徳
の
並
日
祭

(
日

)

豚
令
と
な
司
た
人
物
に
洛
州
卒
思
の
程
名
振
が
あ
り
、
治
名
高
く
群
盗
も
そ
の
境
域
を
犯
さ
な
か
司
た
と
い
う
。
普
楽
師
怖
は
今
日
の
河
北
省
鶏

津
燃
で
、
程
氏
の
郷
里
卒
恩
の
西
北
二

0
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
ば
か
り
の
所
に
あ
る
。
名
振
が
普
楽
勝
令
に
任
命
さ
れ
た
の
も
、
そ
の
郷
里
に
お
け

る
指
導
力
に
よ
る
も
の
と
お
も
わ
れ
る
。
こ
う
し
た
力
量
を
州
豚
制
に
組
織
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
夏
園
の
卒
和
と
秩
序
が
築
か
れ
て
ゆ
く
の

で
あ
ろ
う
。

蝿
賢
建
徳
政
権
の
地
方
行
政
組
織
と
し
て
は
、
州
豚
制
の
ほ
か
、
行
蓋
制
度
に
よ

っ
て
、
自
立
す
る
渠
帥
を
罵
膝
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
よ
う
で

〈
臼
)

あ
る
。
た
と
え
ば
、
武
徳
四
年
春
正
月
丁
卯
に
賢
建
徳
の
行
蓋
向
書
令
胡
大
恩
が
大
安
鋸
に
擦

っ
て
唐
に
来
降
し
て
い
る
が
、
『
通
鑑
』
巻

一

八
八
武
徳
四
年
春
正
月
葵
酉
の
篠
に
よ
れ
ば
、
胡
大
恩
は
恒
山
出
身
と
あ
り
、
あ
る
い
は
前
述
し
た
恒
山
の
賊
趨
寓
海
の
一
味
で
あ
っ
た
か
も

知
れ
な
い
。
そ
の
胡
大
恩
も
一
時
は
賢
建
徳
に
臣
従
し
て

」
の
地
方
を
治
め
て
い
た
の
で
あ
る
。

さ
て
、
こ
れ
ま
で
提
示
し
て
き
た
諸
資
料
か
ら
す
れ
ば
、
李
密
、

王
世
充
、
資
建
徳
ら
の
群
雄
に
開
附
し
て
、
組
管
・
刺
史

・
鯨
令
な
ど
各
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級
の
地
方
機
構
に
組
み
入
れ
ら
れ
た
在
地
指
導
者
た
ち
は
、
終
局
的
に
は
、
唐
朝
の
線
管
府

・
州
・

豚
制
に
組
み
入
れ
ら
れ
て
ゆ
く
こ
と
が
窺

わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
勿
論
、
史
料
の
性
格
上
、
唐
朝
に
開
順
し
た
者
の
み
の
例
が
残
さ
れ
た
こ
と
は
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、

と
も
か

く
も
、
庸
の
統
一
政
権
が
、
こ
う
し
た
在
地
指
導
者
を
中
心
と
し
て
守
ら
れ
て
き
た
地
方
秩
序
を
基
礎
に
築
か
れ
て
ゆ
く
こ
と
は
否
定
で
き
な

い
の
で
あ
る
。

『
通
鑑
』
巻
一
九
二
貞
親
元
年
二
月
の
僚
に
、

初
、
惰
末
喪
見
、
豪
傑
並
起
、
擁
衆
議
地
、
自
相
雄
長
、

唐
興
、
相
帥
来
節
、
上
皇
震
之
割
置
州
鯨
以
寵
晶
体
之
、
由
是
州
豚
之
数
、
倍
於

開
皇
・
大
業
之
問
、
上
以
民
少
吏
多
、
思
革
其
弊
、

二
月
、
命
大
加
併
省
、
因
山
川
形
使
、
分
矯
十
道
、
云
々
。

と
あ
り
、

『
奮
唐
書
』
巻
三
八
地
理
一
に
も
、

及
大
業
季
年
、
霊
盗
蜂
起
、
郡
勝
論
陥
、
戸
口
減
耗
、

高
組
受
命
之
初
、
改
郡
爵
州
、
太
守
並
稽
刺
史
、
其
縁
溢
鎮
守
及
襟
橋
之
地
、
置



総
管
府
、
以
統
軍
戎
、
至
武
徳
七
年
、
改
線
管
府
篤
都
督
府
、
自
隔
季
喪
範
、
霊
盗
初
附
、
権
置
州
郡
、
倍
於
開
皇

・
大
業
之
問
、
貞
親

元
年
、
悉
令
併
省
、
始
於
山
河
形
使
、
分
震
十
道
、
云
々
。

と
、
唐
初
の
細
管
府
・
州
・
豚
の
設
置
朕
況
を
概
述
し
て
い
る
。
こ
の
南
文
に
よ
れ
ば
、
武
徳
年
間
、
鯖
降
し
た
豪
傑

・
群
盗
の
た
め
に
州
・

牒
を
設
置
し
て
か
れ
ら
を
優
待
し
た
が
、
そ
の
数
が
惰
代
に
倍
す
る
ほ
ど
に
な

?
た
の
で
、
貞
親
元
年
二
月
、
こ
れ
を
併
省
し
た
と
い
う
。
そ

そ
の
具
瞳
例
は
、

し
て
、

こ
れ
ま
で
紹
介
し
て
き
た
郷
里
自
衛
の
指
導
者
に
つ
い
て
も
、
多
く
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

(5李〈葉李李 姓

厚育 公義
善

名
徳徳行逸減

武砂武医長丘務丘潅卒陵 衡白

地禁占

問型時型開型買響青署 酸名

二武徳武徳二 武徳四武徳回武徳二 監E 面

量ヌコ 重四 量フZ量ヌ二 量ヌE E 砧

獲嘉修武 丘羅卒陵

管

武砂 陳留丘章

轄

武修 裏邑亭山 地

新郷 外賀省城

義 援聖域

開備
'" 
併入 考
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右
の
表
は
貞
親
元
年
に
併
省
さ
れ
た
も
の
の
み
で
あ
る
が
、
そ
れ
以
後
も
存
摘
し
た
州
に
つ
い
て
も
、

る
。
そ
の
ひ
と
つ
は
、
前
掲
し
た
張
善
相
の
例
で
あ
る
。
義
国
相
は
里
長
と
な
っ
て
豚
兵
を
統
率
し
て
地
方
の
治
安
を
守
っ
た
が
、

い
く
つ
か
の
例
を
見
る
こ
と
が
で
き

つ
い
に
嚢
城

郡
に
擦
っ
て
李
密
に
揮
し
、

の
ち
唐
に
降
っ
て
、
伊
州
総
管
を
授
け
ら
れ
て
い
る
。
伊
州
は
貞
観
八
年
に
汝
州
と
改
め
ら
れ
、
以
後
も
存
績
し

て
い
る
。

い
ま
一
つ
の
例
に
、
頴
州
が
あ
る
。

信
州
城
、
在
豚
西
北
十
五
里
、
階
大
業
十
四
年
郡
城
震
賊
房
献
伯
所
陥
、
其
年
、
郡
民
江
子
建
率
衆
子
険
庭
作
柵
、
唐
武
徳
二
年
、
授
子

建
信
州
刺
史
、
以
柵
近
汝
南
褒
信
勝
、
故
名
信
州
、
四
年
、
復
震
頴
州
(
『
太
卒
嚢
字
記
』
巻

二

頴
州
汝
陰
鯨
)
。

(
日
)

こ
こ
に
郡
城
と
あ
る
の
は
、
隔
の
汝
陰
郡
で
あ
る
。
唐
は
武
徳
二
年
に
信
州
を
置
い
た
が
、
そ
れ
は
、
郡
民
江
子
建
が
賊
を
避
け
て
立
て
こ
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も
っ
た
柵
の
あ
る
場
所
に
於
て
で
あ
っ
た
。
や
が
て
頴
州
と
名
を
改
め
、
そ
の
頃
、
治
所
も
移
し
た
よ
う
で
あ
る
。
以
後
顕
州
は
唐
末
ま
で
存
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績
す
る
。

地
方
祉
舎
を
固
守
し
て
き
た
指
導
者
に
、
そ
の
地
の
州
刺
史
を
授
興
し
た
ら
し
い
例
は
、
他
に
も
見
出
せ
る
が
、
た
だ
群
盗
の
蹄
順
者
に
封

(
悦
)

し
て
抑
制
管
・
刺
史
等
を
授
け
た
例
も
あ
り
、
そ
の
雨
者
が
医
別
し
が
た
い
貼
も
あ
る
。
そ
の
史
料
上
の
不
分
明
さ
は
、
ま
た
、

そ
の
貫
態
に
由

来
し
て
い
る
か
も
知
れ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
郷
里
自
衛
の
集
圏
が
い
ず
れ
か
の
政
権
に
鯖
属
す
る
と
き
、
そ
れ
は
時
に
政
権
の
一
部
隊
と
し
て
働

(

日

)

く
こ
と
が
あ
り
得
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
要
す
る
に
、
群
盗
出
身
者
で
あ
れ
、

郷
里
自
衛
の
指
導
者
で
あ
れ
、
そ
れ
ら
が
政
権
の
中
に
統
合

そ
の
一
部
は
、
州
豚
制
の
中
に
組
み
入
れ
ら
れ
て
行

っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
過
程
の
最
終
的
結
果
が
、

唐
の
全
園
統
一

さ
れ
る
と
、

で
あ
っ
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

と
す
れ
ば
、
唐
朝
は
、

こ
れ
ら
盗
賊
や
自
衛
集
圏
指
導
者
の
婦
属
に
よ
っ
て
そ
の
州
豚
支
配
を
確
立
し
お
わ

っ
た
か
と
い
う
と
、

事
は
し
か

く
筒
軍
で
は
な
い
。
と
い
う
の
は
、

(

弱

)
る
。
そ
の
一
々
を
傘
例
す
る
こ
と
は
避
け
た
い
が
、

彼
ら
が
唐
朝
よ
り
総
管
・
刺
史
に
任
命
さ
れ
て
も
、

や
が
て
交
迭
さ
れ
る
例
が
非
常
に
多
い
か
ら
で
あ

試
み
に
郁
賢
倍
氏
の

『
唐
刺
史
考
』

(中
華
書
局
香
港
分
局

・
江
蘇
古
籍
出
版
社
、
一
九
八
七
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年
)
を
検
索
す
る
な
ら
ば
、

そ
れ
は
一
目
瞭
然
で
あ
る
。

唐
朝
は
ま
ず
彼
ら
地
域
指
導
者
を
懐
柔
し
、
そ
の
力
を
利
用
し
つ
つ
、

や
が
て
こ
れ

ま
た
新
置
の
州
の
一
部
に

つ
い
て
は
こ
れ
を
改
麿
統
合
し
て
、
州
豚
制
の
整
備
を
進
め
て
行
っ
た
。
そ
の
整
備
が
完
了
し
た
時
貼

を
太
宗
即
位
の
貞
観
元
年
と
す
る
の
は
、
決
し
て
不
嘗
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

を
交
迭
し
、

五

結

圭五
ロロ

小
論
は
、
冒
頭
に
引
い
た
張
玄
素
の
言
葉
を
出
護
貼
と
し
て
、

惰
末
唐
初
の
内
観
の
構
造
を
考
察
し

た。

身
、
思
蹄
有
道
」
と
は
、
行
論
の
中
で
提
示
し
て
き
た
ど
の
よ
う
な
勢
力
を
想
定
す
る
の
か
必
ず
し
も
明
瞭
で
は
な
い
が
、
剰
掠
の
群
盗
も
、

ま
た
こ
れ
を
防
衛
す
る
地
域
集
園
も
、
大
方
の
民
衆
の
儒
わ
ら
ぬ
気
持
は
ひ
と
し
く
そ
う
い
う
も
の
で
あ

っ
た
、

と
解
し
た
い
。
政
治
に
野
心

を
抱
く
極
め
て
少
数
の
人
び
と
を
除
い
て
、
大
多
数
は
、
生
命
の
保
全
と
生
活
の
安
定
こ
そ
、
究
極
の
目
的
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
民
衆
の
こ

玄
素
の
い
う
、

「
徐
皆
保
口
己
全



の
共
通
し
た
欲
求
。か
、
か
れ
ら
自
身
を
、
剰
掠
と
自
衛
の
相
制
列
立
す
る
関
係
に
追
い
こ
ん
で
ゆ
く
。

こ
う
し
た
歴
史
的
事
態
の
員
の
原
因
は
、

い
う
ま
で
も
な
く
、
場
一
帝一
の
政
治
に
あ
る
。
こ
の
悲
劇
的
現
貫
を
い
か
に
癒
し
て
ゆ
く
か
が
、
野
心
家
た
ち
の
課
題
で
も
あ
っ
た
に
ち
が
い
な

い
が
、
私
は
そ
の
こ
と
を
考
え
る
前
に
、
各
地
に
結
成
さ
れ
た
地
域
防
衛
集
園
の
果
し
た
役
割
を
重
視
し
た
い
。

と
め
ど
も
な
い
蹴
離
に
堕
ち

こ
ん
で
ゆ
く
嘗
時
の
情
勢
に
あ
っ
て
、
こ
れ
を
必
死
に
食
い
止
め
て
い
た
の
が
、
そ
う
し
た
グ
ル
ー
プ
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
州
豚

制
再
建
の
基
礎
と
な
っ
て
、
地
方
祉
舎
の
安
定
に
貢
献
し
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。

私
は
多
年
、
貌
耳
目
南
北
朝
祉
舎
の
基
層
構
造
に
関
心
を
抱
い
て
き
た
。

そ
し
て
、
そ
こ
に
は
一
貫
し
て
郷
望
と
郷
民
と
の
自
説
的
結
合
が
働

ら
き
、
そ
れ
が
ま
た
政
治
権
力
の
基
礎
を
な
し
た
こ
と
を
主
張
し
て
き
た
が
、
惰
末
唐
初
の
内
飽
に
お
い
て
も
、
相
似
た
構
造
が
看
取
さ
れ
る

か
つ
て
の
指
導
層
は
豪
族
乃
至
貴
族
と
い
う
表
現
に
ふ
さ
わ
し
い
階
層
で
あ

っ
た。

一
方
、
こ
の
時
代
の
指
導
者
た
ち
を

一
概
に

か
れ
ら
が
そ
の
郷
里
祉
舎
に
強
い
人
格
的
影
響
力
を
も
ち
、
そ
れ

が
自
衛
に
際
し
て
の
指
導
力
に
な
っ
た
こ
と
は
疑
い
な
い
。
前
述
の
よ
う
に
、
か
れ
ら
が
組
管

・
刺
史
に
任
ぜ
ら
れ
た
期
聞
は
決
し
て
長
く
は

な
い
け
れ
ど
も
、
そ
の
機
舎
に
獲
得
し
た
官
震
が
、
以
後
彼
ら
に
士
大
夫
身
分
を
保
護
し
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
身
分

の
で
あ
る
。

そ
う
よ
ぶ
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
、
細
か
な
検
討
を
要
す
る
け
れ
ど
も
、
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が
更
に
子
孫
に
よ
っ
て
腫
承
さ
れ
て
ゆ
く
と
き
、
そ
こ
に
唐
朝
貴
族
集
圏
の
一
員
た
る
資
格
が
生
れ
る
わ
け
で
あ
る
。

題
に
つ
い
て
は
、
稿
を
改
め
て
論
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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註(
1
〉
『
階
書
』
巻
二
八
百
官
士
山
下
に
、
煽
需
の
地
方
行
政
改
革
を
記
し

て
、
「
豚
尉
篤
勝
正
、
等
改
正
篤
戸
曹

・
法
曹
、
分
司
以
承
郡
之
六

司
」
と
あ
る
。

〈

2
〉
「
始
、
玄
素
輿
孫
伏
伽
在
惰
皆
篤
令
史
、
太
宗
嘗
問
玄
素
官
立
所

来
、
深
自
蓋
汗
、
云
々
」

(
『
新
唐
書
』
本
侍
)
。
こ
の
令
史
が
い
か
な

る
令
史
で
あ
っ
た
か
は
分
ら
な
い
。
ち
な
み
に
、
孫
伏
伽
の
場
合
を
見

し
か
し
、
こ
れ
ら
の
問

る
と
、
「
大
業
末
、
自
大
理
寺
史
累
補
高
年
豚
法
曹
」
(
『
警
唐
書』

各

七
五
本
俸
)
と
あ
る
。

(
3
〉
階
末
唐
初
の
叛
蹴
に
関
す
る
従
来
の
研
究
に
つ
い
て
、
と
く
に
そ
の

研
究
観
黙
を
取
り
上
げ
て
論
じ
た
論
考
に
、
気
賀
津
保
規
氏
の
「
惰
末

唐
初
の
諸
薮
凱
の
評
債
を
め
ぐ
っ
て
」
(
『
東
洋
史
苑
』
ご
二
)
が
あ

る
。
氏
は
、
従
来
の
諸
研
究
が
、
拓
部
副
叫
に
参
加
し
た
民
衆
の
役
割
に
つ
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い
て
過
少
許
債
が
あ
り
、
あ
る
い
は
積
極
的
に
評
債
を
加
え
よ
う
と
し

て
も
、
そ
れ
は
嘗
時
の
民
衆
に
糾
問
す
る
内
面
的
理
解
に
基
づ
い
た
も
の

で
は
な
い
、
と
す
る
。
そ
し
て
、
民
衆
が
叛
蹴
を
通
じ
て
追
求
し
た
世

界
は
、
か
れ
ら
を
本
来
成
り
立
た
し
め
る
所
の
郷
村
社
曾
の
回
復
に
あ

っ
た
と
す
る
。
こ
う
し
た
見
方
を
具
値
的
に
論
歪
し
よ
う
と
し
た
の

が
、
右
の
論
考
に
先
立
っ
て
設
表
さ
れ
た

「寅
建
徳
集
固
と
河
北
1
l

階
麿
帝
園
の
性
格
を
め
ぐ
っ
て

|
1」
(『東
洋
史
研
究
』
一
一
一
一
|
四
)

で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
貨
建
徳
こ
そ
は
、
民
衆
の
希
求
し
た
も
の
を
質

現
し
よ
う
と
し
た
叛
鋭
領
袖
で
あ
り
、

そ
れ
は
関
階
系
諸
園
家
の
統
治

鐙
制
へ
の
反
抗
で
あ
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る。

叛
飢
の
原
因
と
な

っ
た

煽
喬
一
の
暴
政
を
閥
閥
系
図
家
の
政
治
路
線
と
す
る
こ
と
に
は
疑
問
が
あ

る
が
、
そ
れ
は
一
先
ず
お
き
、
階
末
唐
初
の
叛
凱
を
民
衆
の
内
面
か
ら

理
解
し
よ
う
と
す
る
気
賀
津
氏
の
槻
貼
に
は
少
か
ら
ぬ
共
感
を
抱
く
も

の
で
あ
り
、
本
稿
の
趣
旨
も
こ
れ
と
合
致
す
る
。
た
だ
、
氏
は
貨
建
徳

叛
乱
集
闘
を
反
閥
陶
勢
力
と
前
提
し
つ
つ
分
析
を
進
め
て
い
る

た
め

に
、
民
衆
の
賃
値
に
聞
し
た
論
述
と
は
言
い
切
れ
ぬ
も
の
が
あ
る
。
民

衆
の
生
を
希
求
す
る
仕
方
は
多
様
な
姿
で
現
象
す
る
の
で
あ
っ

て
、
郷

村
秩
序
回
復
の
欲
求
は
、
決
し
て
ス
ト
レ
ー
ト
に
行
動
化
さ
れ
る
わ
け

で
は
な
い
。
む
し
ろ
そ
れ
が
却
て
秩
序
破
援
の
行
動
を
惹
起
す
る
こ
と

も
あ
り
得
る
。
要
す
る
に
、
民
衆
の
内
飢
に
お
け
る
あ
り
の
ま
ま
の
姿

を
観
察
す
る
こ
と
か
ら
、
す
で
に
論
議
し
つ
く
さ
れ
た
か
に
見
え
る
こ

の
内
航
の
構
図
を
も
う
一
度
え
が
い
て
み
る
の
が
、
本
稿
の
目
的
で
あ

る。

(
4
〉
「
子
時
皇
綱
不
振
、
人
皆
嬰
節
、
左
吻
衡
大
賂
軍
字
文
述
、
内
史
侍

郎
虞
世
基
等
用
事
、
文
武
多
以
賄
開
」
(『惰
書
』
巻
六
七
姿
短
)
、
「
其

後
陪
政
漸
飢
、
朝
廷
陵
然
莫
不
出
現
節
、
彦
謙
直
道
守
常
、
介
然
孤
立
、

頗
潟
執
政
者
之
所
嫌
」
(
向
上
程
六
六
房
彦
謙
)
、
「
子
時
天
下
大
鋭、

百
姓
飢
餓
、
道
路
隔
紹
、
仁
恭
頗
改
奮
節
、
受
納
貨
賄
、

不
敢
純
関
倉

康
、
賑
岨
百
姓
」
(
同
上
巻
六
五
王
仁
恭
)。

(

5

)

「
侍
中
貌
徴
進
言
日
、

〔中
略
〕
陪
主
先
命
在
下
、

多
作
献
食
、
献

食
不
多
、
則
有
威
罰
、
上
之
所
好
、
下
必
有
甚
、
競
魚
無
限
、
途
至
滅

亡」

(
原
田
種
成
『
貞
観
政
要
定
本
』
補
篇
)
。
具
鐙
例
を
嬰
け
れ
ば
、

「脅一
至
江
都
、
江
准
郡
官
謁
見
者
、
専
問
膿
飴
堕
湾
、
塑
則
超
遁
丞

・

守、

薄
則
率
従
停
解
、
江
都
郡
丞
王
世
充
献
銅
鏡
界
風
、

遷
逼
守
、
歴

陽
郡
丞
越
元
権
献
異
味
、
遜
江
都
郡
丞
、
由
是
郡
豚
競
務
刻
剣
、

以

充
貢
献

」

(『資
治
通
鑑
』
巻
一

八
三
大
業
十
二
年
十
二
月
傑
)
。
献
食

が
少
な
い
た
め
に
慮
罰
さ
れ
た
郡
守
に
乞
伏
慧
が
あ
る
(
『
階
書
』
巻

五
五
本
俸〉
。

(

6

)

註
(5
〉参
照。

(

7

)

「
惰
書
』
巻
五
O
元
褒
。

(

8

)

『惰
書
』
元
褒
俸
に
、
「
煽
帯一
即
位
、
奔
斉
州
刺
史
、

尋
改
篤
斉
郡

太
守
、
吏
民
安
之
」
と
あ
る
。

(
9
〉
「
徳
深
初
魚
文
帯
挽
郎
、
後
歴
鴻
吻
書
佐
・
武
陽
司
戸
書
佐
、
以
能

遜
貴
郷
長
、
震
政
清
浄
、
不
殿
而
治
、
曾
輿
遼
東
之
役
、
徴
税
百
端
、

使
人
往
来
、

責
成
郡
豚
、
子
時
王
綱
弛
素
、
吏
多
賊
賄
、
所
在
徴
数
、

下
不
堪
命
、
唯
徳
深

一
豚
、
有
無
相
通
、
不
渇
其
力
、
所
求
皆
給
、
百

姓
不
擾
、
稽
潟
大
治
」
(
『
階
書
』

巻
七
三
循
吏
・
貌
徳
深
)
。

(
凶
)
「
子
時
盗
賊
霊
起
、
武
陽
諸
城
多
被
論
陥
、
唯
貴
郷
濁
全
、
郡
丞
元
賓

議
受
詔
逐
捕
盗
賊
、
毎
戟
不
利
、
則
器
械
必
輩
、
相
徴
税
鼠
於
人
、
動
以

軍
法
従
事
、
如
此
者
数
失
、
其
鄭
城
営
造
、
皆
緊
於
際
事
、
吏
人
遁
相

- 76ー
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督
責
、
壷
夜
喧
穂
、
猶
不
能
済
、
徳
深
各
問
其
所
欲
任
、
随
便
修
脇
田
、

官
府
寂
然
、
使
若
無
事
、
唯
約
束
長
史
、

所
修
不
須
過
勝
他
勝
、
使
百

姓
労
苦
、
然
在
下
各
自
渇
心
、
常
盛
岡
諸
勝
之
最
」

(
問
右
)
。

〈
日
〉
『
新
唐
書
』
巻
八
五
貨
建
徳
俸
に
は
、
孫
安
租
は
羊
を
盗
ん
で
豚
令

に
答
打
た
れ
た
た
め
こ
れ
を
刺
殺
し
た
と
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
、

『奮

唐
室
田
』
拳
五
四
寅
建
徳
俸
お
よ
び
『
通
鑑
』
巻
一
八
一
に
よ
る
。

ハ
ロ
〉
気
賀
淳
氏
註
(
3
〉
所
掲
「
貨
建
徳
集
固
と
河
北
」
参
照
。

ハ
日
)
貨
建
徳
が
亡
命
し
た
と
き
に
は
、
遼
東
に
向
う
べ
く
編
成
さ
れ
て
い

た
磨
下
二
百
人
の
兵
を
引
き
つ
れ
て
い
る
。
兵
士
た
ち
は
み
な
郷
里
の

働
き
手
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
か
れ
ら
の
亡
命
に
よ
る
生
活
の
困
難
と

官
憲
の
慶
迫
が
嘗
然
強
想
さ
れ
る
。

(

U

)

た
だ
『
革
命
記
』
に
は
、
「
高
士
逮
・
高
徳
政
奥
宗
族
鳩
集
離
散
、

得
五
蔦
人
、
捺
渦
於
四
根
柳
樹
、
入
高
難
泊
中
、
徳
政
自
鋭
東
海
公
、

以
建
徳
潟
長
史
、
俄
而
徳
政
死
、
云
々
」
と
あ
る
が
、
こ
れ
は
高
士
遠

の
敗
死
ど
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。

(
お
〉
『
通
鑑
』
巻
一
八
一
大
業
七
年
保
。

(
M
U

〉
「
阿
男
賊
」
と
よ
ば
れ
た
群
盗
に
は
、
劉
覇
道
の
ほ
か
に
、

一中
原
の

李
孝
逸
が
あ
る
(
『
惰
室
田
』
巻
四
場
帯
下
〉
。

〈
口
)
惰
末
、
豆
子
航
に
擦
っ
た
群
盗
の
首
領
に
は
、
劉
覇
道
の
ほ
か
、
格

謙
-
孫
宣
雅
ら
が
あ
り
、
か
れ
ら
は
そ
れ
ぞ
れ
軍
園
を
率
い
て
い
た
と

考
え
ら
れ
る
。
劉
街
道
の
勢
力
十
絵
高
と
い
う
の
は
、
そ
れ
ら
の
混
成

集
圏
の
線
計
で
あ
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
ち
な
み
に
、
劉
覇
道
に

つ

い
て
は
、
そ
の
後
史
書
に
は
現
わ
れ
な
い。

(
時
)
こ
の
黙
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
陪
末
唐
初
山
東
叛
飢
勢
力
之
研
究
」

(
賞
約
窓
・
劉
健
明
合
編
『
惰
唐
史
論
集
』
、
香
港
大
皐
直
洲
研
究
中

心
、

一
九
九
三
年
)
参
照
。

(
凶
)
同
右
論
文
参
照
。

(
却
〉
『
類
設
』
轡
六
知
世
郎
の
僚
に
、

『河
洛
記
』
を
引
い
て
、
大
業
末

の
叛
鋭
勢
力
に
つ
い
て
述
べ
た
中
に
、

「叉
有
結
褒
村
落
、
百
十
魚

豪
、
如
黒
祉
・

自
社
・

育
特

・
胡
姐
之
続
、
云
々
」
と
あ
る
。
な
お
、

こ
の
僚
に
つ
い
て
は
後
註
(
鈍
〉
を
見
ょ
。

(
幻
〉
李
密
と
程
譲
の
や
り
と
り
を
原
文
で
示
せ
ば
、
つ
ぎ
の
通
り
で
あ

る
。
李
密
「
明
公
、
以
英
傑
之
才
、
而
統
競
勇
之
放
、
宜
蛍
廓
清
天

下、

諒
興
牽
兇
、
豊
可
求
食
草
閥
、
常
魚
小
盗
而
己
」
、
程
譲
「
僕
起

隠
畝
之
関
、
整
不
至
此
、
必
如
所
園
、
請
君
先
設
、
僕
領
諸
軍
使
震
後

殿
、
得
倉
之
目
、
蛍
別
議
之
」
(
『
惰
書』

各
七
O
李
密
〉
。

(
忽
)
こ
の
や
り
と
り
の
言
葉
の
原
文
は
つ
ぎ
の
通
り
。
李
密
「
君
能
周
密

之
策
、
河
朔
可
指
揮
而
定
」
、
が
孝
徳
「
本
縁
餓
荒
、
求
活
性
命
、
何

敢
別
園
、
圏
家
若
知
公
在
此
、
孝
徳
死
亡
無
目
、
程
譲
等
徒
衆
紹
多
、

読
終
丘
ハ
迭
公
於
彼
」。

(
お
)
場
一
帝
の
命
を
受
け
て
李
密
討
伐
に
赴
い
た
宮
崎
慈
明
は
か
え

っ
て
李
密

の
側
に
捕
え
ら
れ
た
が
、
そ
の
際
か
れ
は
程
譲
の
麿
下
に
向
っ
て
、
つ

ぎ
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。
「
汝
等
本
無
悪
心
、
因
飢
鐙
逐
食
至
此、

官
軍
且
至
、
早
震
身
計
」
(
『
惰
書
』
巻
七

一
誠
節
・
鴻
慈
明
〉
。

こ
こ

に
い
う
悪
心
と
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
反
惰
の
意
志
を
指
し
て
い
る。

(

M

)

宋
の
曾
憾
の
『
類
設
』
巻
六
、
知
世
郎
の
僚
に
、
『
河
洛
記
』
を
引

い
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。
「
大
業
末
、
斉
冠
先
起
、
郷
卒

人
王
諸
問
機
衆
嬢
長
白
山
、
自
稽
知
世
郎
、
言
世
事
可
知
突
、
作
歌
以
招

徴
役
者
、
云
、
長
白
山
頭
知
世
郎
、
純
著
紅
羅
錦
背
稽
、
長
抽
州
侵
天

半
、
輪
万
耀
日
光
、
上
山
吃
猿
鹿
、
下
山
吃
牛
羊
、
忽
聞
官
軍
至
、
提
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剣
向
前
盗
、
警
如
遼
東
軍
部
、
斬
頭
何
所
傷
、
人
多
附
之
、
云
ん
と
。
こ

の
歌
詞
は
『
通
鑑
』
大
業
七
年
十
月
の
傑
に
い
う

「
無
向
遼
東
浪
死

歌
」
の
一
節
に
嘗
る
の
で
あ
ろ
う
が
、

長
白
山
を
綬
援
と
し
て
時
に
下

山
し
て
剰
掠
を
行
な
う
王
薄
ら
の
生
活
が
よ
く
表
現
さ
れ
て
い
る
。

ち

な
み
に
、
『
河
洛
記
』
は
『
通
鑑
考
異
』
に
し
ば
し
ば
引
か
れ
、
大
業

九
年
四
月
の
僚
に
は
、
「
劉
仁
軌
河
洛
記
」
と
あ
り
、
同
年
十
月
の
僚

に
は
、
「
劉
仁
軌
河
洛
行
年
記
」
と
あ
る
。
『
醤
唐
書
』
各
八
四
劉
仁

軌
俸
に
よ
れ
ば
、
「
仁
軌
身
経
階
末
之
臥
、
輯
其
見
問
、
著
行
年
記
行

於
代
」
と
あ
り
、
正
確
に
は
、
『
河
洛
行
年
記
』
で
あ
っ
た
こ
と
が
分

る。

(
お
)
「
先
是
、
有
上
谷
賊
帥
王
須
抜
、
自
説
漫
天
王
、
擁
衆
数
高
、
入
掠

幽
州
、
中
流
矢
而
死
、
其
琵
賂
貌
刀
見
代
領
其
衆
、
自
鋭
墜
山
飛
、
入

嬢
深
耳
障
、
有
徒
十
蔦
、
建
徳
奥
之
和
、
万
見
因
弛
守
備
、
建
徳
襲
破

之
、
叉
壷
井
其
地
」
(
『
沓
唐
書
』
径
五
四
貨
建
徳
停
)
。
『
通
鑑
』
巻

一
八
六
武
徳
元
年
十
一
月
の
僚
に
も
、
「
其
持
勢
刀
克
代
領
其
衆
、
接

深
津
、
掠
葉
定
之
閥
、
云
々
」
と
あ
り
、
胡
三
省
は
深
津
に
注
し
て
、

「
階
志
、
深
津
豚
属
博
陵
郡
、
劉
町
田
、
治
減
泡
河
北
、
宋
白
日
、
以

界
内
水
津
深
康
名
脈
、
云
々
」
と
述
べ
て
い
る
。

(
お
〉
「
〔
大
業
十
二
年
〕
八
月
乙
巳
、
成
帥
越
高
海
衆
数
十
省
内
、

自
笹
山

定
高
陽
」
(
『
惰
書
』
径
四
煽
帝
下
)
。
こ
れ
は
太
行
山
脈
か
ら
河
北
卒

原
へ
の
抄
略
行
動
で
あ
る
。

(
幻
)
「
〔
大
業
〕
十
年
、
賊
左
孝
友
衆
賂
十
首
問
、
屯
於
跨
狗
山
、

須
施
列

八
風
管
以
逼
之
、
復
分
丘
ハ
犯
其
要
害
、
孝
友
容
迫
、
面
縛
来
降
」
(
『
惰

書
』
巻
七

O
誠
節
・
張
須
施
〉
。
臨
時
狗
山
は
、
隠
犬
山
と
も
い
い
(
『
譲

史
方
輿
紀
要
』
巻
三
六
山
東
七
)
、
山
東
省
貧
困
脈
西
南
に
あ
り
、
大
治

河
の
水
源
を
な
す
。

(
m
A
)

「
東
海
賊
彰
孝
才
衆
数
千
、
掠
懐
仁
鯨
、
縛
入
祈
水
、
保
五
不
及

山」

(
『
惰
書
』
径
六
五
董
純〉。

五
不
及
山
の
所
在
地
は
不
明
で
あ
る

が
、
高
山
水
上
流
、
山
東
・
江
蘇
の
省
境
あ
た
り
か
と
お
も
わ
れ
る
。

(
明
白
)
「
舎
彰
城
賊
帥
張
大
彪
・
宗
世
模
等
衆
至
数
高
、
保
懸
薄
山
、
冠
徐

充
、
帯
令
純
討
之
」

(
『
惰
書
』
巻
六
五
董
純
)
。
懸
滞
山
の
位
置
に
つ

い
て
は
知
り
が
た
い
が
、

『
通
鑑
』
省

一
八
二
大
業
十
年
四
月
の
僚
に

よ
れ
ば
、
董
純
は
張
大
彪
(
『
遁
鑑
』
は
虎
に
作
る
)
と
昌
慮
で
載
っ

て
大
破
し
た
と
い
う
。
胡
注
は
昌
慮
を
彰
城
郡
蘭
陵
豚
界
に
比
定
し
て

お
り
、
と
す
れ
ば
、
昌
慮
は
郵
貯
城
郡
(
徐
州
〉
と
魯
郡
(
究
州
)
の
中

期
に
位
置
す
る
。
懸
越
山
も
こ
の
附
近
で
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
る。

(ω
〉
「
是
月
(
大
業
十
年
十
一
月
)
、
成
帥
王
徳
仁
擁
衆
数
首
問
、

保
林
慮

山
震
盗
」
(『陪
書
』
巻
四
煽
喬
下)、

「李
密
遺
房
彦
藻

・
鄭
廼
等
東

出
家
陽
、
分
遁
招
慰
州
鯨
(
中
略
)
彦
藻
還
、
至
術
州
、
成
帥
王
徳
仁

滋
殺
之
、
徳
仁
有
衆
数
首問、

接
林
慮
山
、
四
出
抄
掠
、
畳
間
数
州
之
患
」

(
『
遁
鑑
』
巻

一
八
二
、
武
徳
元
年
二
月
篠
)
。
林
慮
山
は
太
行
山
脈
南

端
に
あ
る
山
で
、
古
来
隠
棲
の
地
と
し
て
名
高
い
。

(況〉

「
(
大
業
十
二
年
二
月
)
葵
亥
、
東
海
賊
虚
公
逗
率
衆
高
鈴
、
保
子

蒼
山
」
(『陪
書
』
巻
四
場
喬
下
)
。
こ
の
蒼
山
は
、
山
東
省
臨
祈
南
西

に
あ
る
。
こ
の
山
上
か
ら
東
に
洋
々
た
る
沿
海
を
望
む
こ
と
が
で
き
る

の
で
、
蒼
山
の
名
が
あ
る
と
い
う
(
『
讃
史
方
輿
紀
要
』
巻
三
三
山
東

四)。

(
M
M

〉
瓦
閥
(
河
南
省
滑
豚
)
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
雇
譲
の
根
該
地
で
あ

る
。
李
密
が
後
陽
郡
を
制
墜
す
る
こ
と
に
成
功
し
た
と
き
、
譲
は
密
に

つ
ぎ
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。
「
今
資
根
粗
足
、
意
欲
還
向
瓦
閥
、
公
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若
不
往
、
唯
公
所
通
、
譲
従
此
別
失
」
(『通
鑑
』
巻
一
八
二
大
業
十
三

年
十
月
篠
)
。
結
局
は
別
れ
る
こ
と
に
な
ら
な
か
っ
た
の
だ
が
、
瓦
闘

は
東
郡
意
城
豚
の
人
程
譲
に
と
っ
て
は
郷
里
で
あ
る
。

(
お
)
「
時
制
人
張
金
閣
情
表
衆
河
曲
」
(
『
遁
鑑
』
巻
一
八
て
大
業
七
年
十

二
月
燦
〉
。
胡
注
に
よ
れ
ば
、
河
幽
と
は
清
河
の
曲
の
意
で
あ
る
と
い

う
。
な
お
、
『
新
唐
書
』
巻
八
五
貨
建
徳
俸
に
は
、
「
時
総
人
張
金
稽

亦
結
衆
首
問
品
陣
、
依
河
渚
閲
」
と
あ
る
。

(
鈍
)
「
〔
大
業
九
年
〕
一
二
月
、
丙
子
、
諸
問
除
孟
海
公
起
震
盗
、
保
接
周
橋
、

衆
至
数
薦
、
見
人
稽
引
書
史
、
純
殺
之
」
(
『
通
鑑
』
巻
一
八
二
)
。

周

橋
は
、
河
南
省
曹
豚
東
北
に
あ
っ
た
ら
し
く
、
こ
の
地
も
お
そ
ら
く
荷

水
流
域
の
水
郷
で
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
。

(
お
)
李
動
の
提
案
の
原
文
は
以
下
の
如
く
で
あ
る
。
「
今
此
土
地
是
公
及

動
郷
媛
、
人
多
相
識
、
不
宜
自
相
侵
掠
、
且
宋
鄭
雨
郡
、
地
管
御
河
、

商
披
往
返
、
船
乗
不
紹
、
就
彼
惑
裁
、
足
以
自
相
資
助
」
(
『
奮
唐
書
』

巻
六
七
李
動
)
。

(
お
)
こ
の
民
に
よ
る
民
の
掠
奪
と
い
う
事
寅
に
つ
い
て
、
従
来
の
研
究
は

ほ
と
ん
ど
注
意
を
梯
っ
て
い
な
い
よ
う
に
恩
わ
れ
る
。
漆
侠
氏
の

『惰

末
農
民
起
義
』

(
肇
東
人
民
出
版
社
、

一
九
五
四
年
)
に
は
こ
れ
に
つ

い
て
一
言
も
燭
れ
て
い
な
い
し
、
比
較
的
近
年
の
刊
行
に
か
か
る
李
斌

城
主
編

『中
園
農
民
戦
争
史
階
唐
五
代
十
園
巻
』
(
人
民
出
版
社
、

一

九
八
八
年
)
も
同
様
で
あ
る
。
な
お
後
者
は
、
雇
譲
が
部
下
の
徐
世
劫

の
勧
告
に
よ
っ
て
抄
掠
目
標
を
作
河
の
喬
放
に
縛
じ
た
こ
と
を
記
述
す

る
が
、
そ
の
理
由
で
あ
る
、
同
郷
の
人
び
と
を
侵
掠
す
る
の
は
宜
し
く

な
い
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
何
も
記
し
て
い
な
い
。

(
日
出
)
『
蓮
田
唐
書
』
倉
一
八
八
孝
友

・
李
知
本。

(
叩
却
〉
同
右
、
張
志
覚
。

〈
鈎
〉
『
階
書』

巻
七
二
孝
友
・
李
徳
儀。

〈
品
切
)
拙
稿
「
階
代
の
通
守
に
つ
い
て
」
(『周

一
良
先
生
八
十
生
日
紀
念
論

文
集
』
中
園
社
曾
科
皐
出
版
社
、
一

九
九
三
年
所
牧
)
参
照
。

(

H

U

)

こ
の
一
句
は
、
中
華
書
局
版
標
勲
本
校
勘
記
を
参
照
し
て
、
課
を
諌

に
、
宅
を
地
に
改
め
た
。

〈
必
)
唐
は
建
閣
の
初
、
総
管
制
を
と
り
、
数
州
を
ま
と
め

て
線
管
と
し

た
。
嘗
時
錦
降
し
て
き
た
首
帥
に
線
管
を
輿
え
て
勢
力
伸
張
を
困
る
こ

と
が
多
く
、

武
徳
二
年
一
一
一
月
に
は
、

王
薄
を
斉
州
線
管
に
、
伏
錨
帽を油
開

州
飽
管
に
、
節
度
符
を
青
州
線
管
に
、
莱
公
順
を
縦
州
総
管
に
、
王

孝
師
を
治
州
総
管
に
、
そ
れ
ぞ
れ
任
命
し
て
い
る
(
『
遁
鑑
』
巻

一
八

七
〉
。
こ
う
し
て
李
義
痛
は
お
そ
ら
く
か

つ
て
剰
掠
の
被
害
に
苦
し
ん

だ
玉
湾
と
、
統
治
の
境
を
接
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
せ
い
か
ど
う
か

不
明
で
あ
る
が
、
爾
者
は
仲
が
悉
く
、
義
揖
聞
は
斉
州
の
獄
で
自
殺
し
、

義
満
の
兄
の
子
武
意
が
王
薄
を
殺
す
と
い
う
事
件
に
展
開
し

た
〈
『
遁

鑑
』
巻

一
九

O
武
徳
五
年
二
月
篠
〉。

(
川
町
〉
李
育
徳
の
兄
厚
徳
も
唐
に
錦
順
し
て
股
州
刺
史
を
授
け
ら
れ
て
い
る

が
、
そ
の
時
期
に
つ
い
て
は
、
諸
書
の
聞
に
異
同
が
あ
る
。

(
必
)
『
加
府
元
亀
』
巻
一
六
回
帝
王
部
・
招
懐
二
に
は
、
「
玉
世
充
賂
李

公
逸
来
降
、
奔
上
柱
園
邑
二
千
戸
、
公
逸
、
賞
人
也
、
階
末
喪
飢
、
輿

其
族
弟
善
行
客
居
潅
丘
、
以
義
勇
魚
人
所
附
、
初
蹄
王
世
充
、
知
其
必

敗、

途
開
道
遣
使
請
降
、
途
有
是
命
、

因
以
薙
丘
置
杷
州
」

と
あ
る
。

黄
豚
は
山
東
牢
島
の
北
端
に
あ
り
、
こ
れ
に
よ
れ
ば
、

そ
こ
か
ら
遠
く

薙
丘
へ
客
居
し
て
い
た
わ
け
で
あ
り
、
獲
丘
は
李
公
逸
ら
の
郷
里
で
は

な
い
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
薙
丘
に
程
近
い
済
陰
郡
の
岡
崎
豚
の
一
つ
に
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外
資
が
あ
り
、
あ
る
い
は
外
資
の
誤
か
も
知
れ
な
い
、
公
逸
が
陽
夏
郡

公
(
北
貌
の
陽
夏
郡
は
も
と
杷
豚
の
位
置
に
あ
り
)
を
授
け
ら
れ
て
い

る
の
も
、
こ
の
疑
い
を
濃
く
す
る
。

(
必
)
李
公
逸
は
王
世
充
に
錆
附
す
る
以
前
、
李
密
に
属
し
て
い
た
ら
し

ぃ
。
「
〔
掻
江
都
郡
丞
穂
慈
明
〕
奉
表
江
都
、
及
致
書
東
都
論
成
形
勢
、

〔
使
人
〕
至
難
丘
、盛
岡
密
賂
李
公
遡
所
獲
」
(
『
通
鑑
』
巻
一
八
四
義
点
字

元
年
二
月
〉
。

(
日
明
〉
剰
掠
か
ら
政
権
樹
立
ま
で
は
、
さ
ま
ざ
ま
の
過
渡
的
欣
態
が
あ
っ
た

と
思
わ
れ
る
。
前
掲
『
類
説
』
巻
六
知
世
郎
の
僚
に
、
「
後
傷
玄
感

反
、
山
東
途
成
大
鋭
、
河
北
有
張
金
秤
(
稽
)
、
王
抜
須
等
凡
二
十
七

項
、
多
至
十
徐
前
向
、
少
不
下
薦
人
、
屯
議
州
豚
、
建
笹
山
耳
障
、
云
-H
」

と
あ
っ
て
、
群
盗
は
山
津
に
緊
結
し
た
ば
か
り
で
な
く
、
州
豚
に
も
屯

接
し
て
い
た
こ
と
が
分
る
。
『
惰
書
』
宅
七
一
一
誠
節
・
楊
善
曾
俸
に
、

「
子
時
山
東
恩
鋭
、
従
盗
如
市
、
郡
勝
微
弱
、
陥
波
相
線
、
能
抗
賊

者
、
唯
善
命
圃
而
己
」
と
あ
る
よ
う
に
、
攻
陥
し
た
城
邑
に
そ
の
ま
ま
屯

鎖
す
る
場
合
も
少
く
な
か
っ
た
の
で
は
な
レ
か
と
推
測
さ
れ
る
。
し
か

し
そ
れ
も
剰
掠
の
一
形
態
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
直
ち
に
政
権
樹
立
に
結

び
つ
く
わ
け
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
地
減
支
配
の
契
機
に
は
な
っ
た

と
想
像
さ
れ
る
。
ち
な
み
に
、
地
域
支
配
の
一
例
と
し
て
、
現
山
東
省

の
一
部
を
席
程
し
た
徐
園
朗
が
あ
る
。
「
徐
園
朗
者
、
交
州
人
也
、
階

末
、
亡
命
篤
霊
盗
、
抜
本
郡
、
縦
兵
略
地
、
自
破
邪
己
西
、
北
至
東

卒
、
重
有
之
、
勝
兵
二
高
徐
人
、
の
附
於
李
密
、
密
敗
、
錦
王
世
充
、

及
洛
陽
卒
、
鋳
圏
、
奔
究
州
総
曲
目
、
封
魯
郡
公
」
(
『
奮
唐
室
田
』
各
五
五

本
体
〉
。
こ
れ
は
政
権
樹
立
の
前
段
階
と
も
い
う
べ
き
姿
を
示
し
て
い

る。

(
U
〉
李
密
は
元
貸
臓
を
貌
州
総
管
、
朱
祭
を
揚
州
総
管
に
任
じ

て
い
る

(
『
通
鑑
』
巻
一
八
四
、
義
寧
元
年
九
月
篠
)
。
ま
た
、
本
文
に
昼
げ
た

李
育
徳
の
例
が
あ
る
。

(
必
)
「
於
是
、
密
之
将
帥

・
州
豚
多
降
於
陪
」
(
『
通
鑑
』
各

一
八
六
武
徳

元
年
九
月
傑
)
。

(
品
目
)
『
沓
唐
番』

各
五
四
寅
建
徳
俸
に
よ
れ
ば
、
建
徳
は
大
業
十
三
年
正

月
に
長
繁
王
を
自
稽
し
、
年
貌
を
丁
丑
と
定
め
た
。
夏
園
を
稽
す
る
よ

う
に
な
る
の
は
、
翌
武
徳
元
年
の
冬
至
の
日
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
大

業
十
三
年
は
了
丑
年
に
嘗
る
。
『
通
鑑
』
の
記
述
も
こ
れ
と
ほ
ぼ
一
致

す
る。

(
印
〉
中
華
書
局
版
標
勲
本
で
は
張
敦
仁
『
資
治
遁
鑑
刊
本
識
語
』
に
よ
り

「至
」
字
を
補
な
う
。
山
名
本
『
通
鑑
』
に
は

「
至
」
字
が
あ
る
。

(
日
)

『
奮
唐
書
』

巻
八
三
程
務
挺
。

(
臼
)

『
奮
唐
書
』
径
二
回
向
組。

(
臼
〉
新
奮
雨
唐
奮
の
地
理
士
ゅ
は
、
共
に
武
徳
四
年
と
す
る
。

〈
刷
出
)
註
(
必
)
に
翠
げ
た
諸
例
や
前
述
笹
山
の
胡
大
恩
が
代
州
総
管
を
授
け

ら
れ
た
例
、
あ
る
い
は
林
慮
山
に
接
っ
た
王
徳
仁
が
相
州
刺
史
を
授
け

ら
れ
た
例
(『通
鑑
』
巻
一
八
五
武
徳
元
年
五
月
傑
)
な
ど
、
多
く
の

事
例
が
あ
る
。

(
日
)
例
え
ば
、
唐
に
館
属
し
て
砂
州
刺
史
を
授
け
ら
れ
た
李
育
徳
は
、
王

世
充
支
配
下
の
「
河
内
盛
衰
三
十

一
所
」

を
攻
下
し
て
い
る
(
『
通
鑑
』

各
一
八
七
武
徳
二
年
二
月
美
亥
僚
)
。
こ
の

「俊一衆
三
十
一
所
」
も
ま

た
地
方
自
衛
よ
り
出
裂
し
て
王
世
充
に
自
問
し
た
も
の
で
あ
る
と
す
れ

ば
、
同
じ
性
質
の
集
圏
が
異
な
る
政
治
勢
力
に
属
し
て
、
互
い
に
統
一

戦
争
を
戦
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
爾
唐
書
忠
義
俸
に
載
せ
る
李
公
逸
、
族
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弟
善
行
、
張
善
相
ら
の
人
び
と
も
、
こ
の
よ
う
な
歴
史
の
現
賓
の
下

で
、
唐
朝
に
殉
じ
て
行
っ
た
の
で
あ
る
。

(
田
山
)
こ
の
線
管
・
刺
史
の
交
迭
は
、
唐
朝
に
と
っ
て
は
そ
の
威
令
を
各
地

方
に
徹
底
さ
せ
る
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、

そ
の

結
果
は
中
央
政
府
と
現
地
と
の
聞
に
際
聞
を
生
ん
だ
ら
し
く
、
貨
建
徳

の
敗
滅
ご
劉
黒
閣
が
夏
園
の
再
興
を
闘
っ
て
翠
兵
し
、
徐
園
朗
が
こ
れ

に
呼
臆
し
て
、
河
北
・
河
南
が
再
び
反
唐
の
形
勢
と
な
っ
た
の
も
、
そ

の
こ
と
と
関
係
が
あ
る
。
「
寅
建
徳
之
敗
也
、
其
諸
賂
多
盗
匿
庫
物
、

及
居
間
塁
、
暴
横
篤
民
患
、
唐
官
吏
以
法
縄
之
、
或
加
撞
接
、

建
徳
故

賂
皆
驚
儲
不
安
、
高
雅
賢
・
王
小
胡
家
在
洛
州
、
欲
縞
其
家
以
逃
、
官

吏
捕
之
、
雅
賢
等
亡
命
至
貝
州
」
(
『
責
治
遁
鐙
』
巻
一
八
九
武
徳
四

年
七
月
篠
〉
。
こ
う
し
た
情
況
が
生
れ
つ
つ
あ
っ
た
と
こ
ろ
に
、

唐
朝

は
貨
建
徳
の
沓
部
勝
沼
願
、
董
康
買
、
曹
滋
お
よ
び
右
の
高
雅
賢
ら
を

徴
召
し
よ
う
と
し
た
。
奮
部
絡
た
ち
は
殺
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
恐

れ
、
再
起
を
企
て
た
。
こ
う
し
て
劉
黒
闘
が
、
彼
等
に
よ
っ
て
擁
立
さ

れ
る
の
で
あ
る
。
黒
闘
が
起
ち
上
る
と
、
寅
建
徳
の
奮
支
配
地
で
は
、

現
地
民
が
唐
朝
の
波
遺
し
た
刺
史
を
殺
し
て
劉
黒
閣
に
呼
簡
略
す
る
動
き

が
、
陸
績
と
し
て
現
わ
れ
た
。
試
み
に

『、
通
鑑
』
の
記
述
よ
り
拾
い
上

げ
る
と
、
左
の
如
く
で
あ
る
。

武
徳
四
年
十
月
庚
寅
、
観
州
人
執
刺
史
雷
徳
備
、
以
城
降
之
(
劉
黒

閤〉。
同
毛
州
刺
史
趨
元
憧
、
性
殿
念
、
下
不
堪
命
、
丁
卯
、
州
民
董
燈
明

等
作
鋭
、
殺
元
値
以
腹
黒
闘
。

十
二
月
、
丙
寅
、
洛
州
土
豪
翻
城
腹
黒
闘
。

武
徳
五
年
、
正
月
、
庚
寅
、
東
堕
州
治
中
王
才
墾
殺
刺
史
目
撃
、
以
城

態
黒
闘
。

同
九
月
、
堕
州
人
馬
君
徳
、
以
城
叛
附
黒
闘
。

そ
し
て
、
『
通
鑑
』
は
こ
れ
ら
を
総
括
し
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ

る
。
「
是
時
、

山
東
豪
傑
多
殺
長
吏
以
腹
黒
閥
、
上
下
相
猪
、
入
金
離

怨
」
と
。

つ
ま
り
唐
朝
よ
り
波
遣
さ
れ
た
刺
史
と
そ
の
部
下

・
州
民
の

聞
に
疎
隔
を
生
じ
て
い
た
こ
と
を
指
摘
す
る
が
、
そ
の
具
鐙
例
が
右
の

武
徳
四
年
十
月
の
毛
州
刺
史
越
元
憧
と
そ
の
州
民
と

の
閥
係
で
あ
ろ

う。

ち
な
み
に
、
河
南
一
帯
で
は
、
劉
黒
闘
に
呼
臆
し
て
叛
し
た
徐
潤

朗
の
許
に
疲
返
っ
て
い
る
。
「
黒
岡
以
園
朗
潟
大
行
蓬
元
帥、

売

・

郡
・
陳
・
紀

・
伊
・
洛
・

曹

・
戴
等
八
州
豪
猪
、
皆
殺
其
長
吏
以
蕗

之
」
(『奮
唐
書
』
巻
五
五
徐
園
朗
)
。
以
上
に
よ
れ
ば
、
武
徳
初
年
に

お
け
る
唐
朝
の
河
南

・
河
北
経
営
に
は
大
き
な
問
題
が
あ
っ
た
と
言
わ

ざ
る
を
得
な
い
。
そ
れ
が
何
で
あ
っ
た
か
、
そ
し
て
そ
の
後
に
お
い
て

そ
れ
を
ど
う
牧
復
し
て
行
っ
た
か
は
、
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。
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CIVIL STRIFE AND THE POPULACE IN THE LATE

　　　　　　　　　　　　　

ＳＵＩ隋PERIOD

　　　　　　　

―Depredationand Self-defense―

Tanigawa Michio

　　

Most previous studies of the civil strife that occurred in the early

seventh century as ａ result of the tyranny of Sui Yangdi 場帚have focused

on the power struggle between the Sui imperial house and rebels opposing

this. However, Zhang Xuansu張玄素recorded that the number of rebels

vying for political supremacy amounted to no more than ａ dozen or s０，

and that the majority of those involved in civil strife sought primarily to

preserve their own interests or those　of their local society.　Thus, the

majority of these people lacked subversive intent. This article, based on

such eye-witness observations by Zhang, analyses the civil strife of the late

Sui with particular reference to the vast majority of the populace who did

not harbor imperial aspirations｡

　　

The commoners who abandoned their towns and villages and 丑ed to

the mountains and marshes formed robber bands which proceed to both

seize the property of local government administrations　and to pillage

neighbouring village settlements. Despite ａ certain amount of sympathy

that may have existed for people driven to such lengths by starvation, in

most cases the depredations of these bands do not appear to have been

regarded as justifiable peasant uprisings.　For their part, the victims of

these raids organized for self-defense around local prominent families. In

the latter half of the period of civil strife,the local warlords who had acted

as commanders of villages that were fortifiedfor self-defense were appointed

to the posts of commander-in-chief (zongguan總管)ｏｒ prefect (cishi刺史)･

This facilitated the reconstruction of the commandery and county (zhou-

xian州蘇) system.　The foundation of the era of peace which developed

fully under Tang唐unification can be traced to such efforts to maintain

order via local self-defense.

－３－


